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静岡県地域防災計画(一般対策編) 修正新旧対照表  

ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

１ 

第１章 総論 

 

第２節 計画の構成 

１ 一般対策編 風水害、大火災、大爆発、大事故及び伊豆東部火

山群の火山等による災害対策について定める。 

 

第１章 総論 

 

第２節 計画の構成 

１ 一般対策編 風水害、大火災、大爆発、大事故並びに伊豆東部

火山群及び富士山の火山活動等による災害対策について定める。 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

３ 

 

 

 

第３節 防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

ア 所管する国立病院及び診療所からなる救護班の編成及び応

援要請に基づく現地派遣に関すること。 

イ 所管する国立病院及び診療所の被災病者の受入れ、治療に関

すること。

(９) 経済産業省関東経済産業局 

ウ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガスなど危険物等

の保全に関すること。 

エ 略

(10) 経済産業省中部経済産業局 

電気、ガスの保全に関すること。 

(11) 関東東北鉱山保安監督部関東支部

ア 鉱山に関する災害の防止に関すること。 

 

イ 鉱山における災害時の応急対策に関すること。 

（追加） 

 

(12)～(15) 略 

(16) 第三管区海上保安本部 略 

(17) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 略 

 

２ 指定公共機関 

（追加） 

 

 

第３節 防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

ア 災害状況の情報収集、連絡調整 

イ 関係職員の派遣 

ウ 関係機関との連絡調整 

 

(９) 経済産業省関東経済産業局 

(削除) 

 

ウ 略 

(10) 経済産業省中部経済産業局 

電気、ガスの復旧に関すること。 

(11) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガスなど危険物等

の保安の確保に関すること。 

イ 鉱山に関する災害防止及び災害時の応急対策に関すること。 

(12) 中部近畿産業保安監督部 

電気、ガスの保安に関すること。 

(13)～(16) 略 

(17) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 略 

(18) 第三管区海上保安本部 略 

 

２ 指定公共機関 

(１) 独立行政法人国立病院機構 

ア 所管する病院において、医療救護班の派遣による医療救護を

準備又は実施させること。 
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３ 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

(１) 日本郵政公社東海支社 略 

(２) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 略 

(３) 日本銀行 略 

(４) 日本赤十字社 略 

(５) 日本放送協会 略 

(６) 日本道路公団 略 

(７) 独立行政法人水資源機構 略 

(８) 電源開発株式会社 略 

(９) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社 略 

(10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) ＫＤＤＩ株式会社 略 

 

イ 所管する病院において、可能な範囲で患者を受け入れ、治療

にあたらせること。 

ウ ア、イの活動について、必要と認める場合、東海北陸ブロッ

ク事務所に医療救護班の活動支援にあたらせること。 

(２) 独立行政法人水資源機構 略 

(３) 日本郵政公社東海支社 略 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社 略 

(９) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 略 

(10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) 電源開発株式会社 略 

(13) ＫＤＤＩ株式会社 略 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

 

第６節 予想される災害と地域 

１ 風水害 

(１) 狩野川流域(一級河川) 

狩野川放水路の開通、中流部の改修により、流下能力は増大し

ているが、流域内の降雨量によっては、依然水害発生の危険性が

あり、また、中・下流部の低地帯の排水不良を起こすおそれがあ

る。 

 

 

(３) 巴川流域(二級河川) 

巴川は、その地形的特徴から排水不良であるとともに、近年、

流域の都市化の進展に伴う洪水流出量の増大により、浸水被害が

頻繁に発生している。このため、昭和 53 年より総合治水対策事

業を導入し、流域全体で対策を進め、治水安全度の向上を図って

いるが、未だに十分とは言えない。 

第６節 予想される災害と地域 

１ 風水害 

(１) 狩野川流域(一級河川) 

狩野川放水路の開通や中流部の改修により流下能力は増大し

ているが、流域内の降雨量によっては、依然水害発生の危険性が

ある。中流部の低平地では、内水氾濫による浸水被害が平成 10

年,14 年、16 年に発生している。また、狩野川や黄瀬川の下流部

で堤防の高さや幅が不足する地区では、破堤による氾濫のおそれ

がある。 

(３) 巴川流域(二級河川) 

巴川は、河道の主要区間が低平地である地形的特徴から排水不

良であるとともに、近年、流域の都市化の進展に伴う洪水流出量

の増大により、浸水被害が頻繁に発生している。このため、昭和

53 年より総合治水対策事業を導入し、流域一体で治水安全度の向

上を図り、平成 16 年度に時間雨量 58 ㎜に対応する整備が完了し
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１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 安倍川流域(一級河川) 

安倍川は県下でも有数の急流河川であり、しかもほぼ直線的に

駿河湾に注いでいる。また、流域の地質は脆弱で大谷崩れを始め、

多数の崩壊地からの供給土砂の流出は著しく、河床の不安定な河

川である。従って河岸の決壊等の災害もしばしば発生している。

（追加） 

 

 

(５) 瀬戸川流域(二級河川) 

近年、流域の都市化の進展が著しく、流域の治水安全度が急激

に低下していたが、激甚災害対策特別緊急事業等により、本流瀬

戸川、支流朝比奈川等では河川改修が進んでおり、治水安全度の

向上が図られつつある。また、地形的に低く、内水被害が頻発す

る下流部の石脇川流域では、床上浸水対策特別緊急事業により瀬

戸川への放水路を整備し、一定の安全性が確保された。 

(６) 大井川流域(一級河川) 

大井川流域は本邦屈指の多雨地帯であり、しかも地質は脆弱で

あるためこれらの気象、地質条件により荒廃河川を形成してい

る。従って各所の崖崩れ、道路決壊等の災害がしばしば発生して

いる。 

（追加） 

(７) 菊川流域(一級河川) 

菊川は直轄改修事業により下流から整備されているが、排水不

良を起こすおそれがある上流部は未改修の区間もあり、依然水害

発生の危険性がある。 

 

(８) 太田川流域(二級河川) 

太田川は、下流部の低平地で緩勾配の築堤河川となっており、

過去幾多の氾濫、内水による浸水を繰り返してきた。 

このため、昭和 27 年度より着手した中小河川改修事業を中心

に、激甚災害対策特別緊急事業や、災害関連事業等の導入を図り、

改修を実施するとともに、太田川ダムの建設等、治水安全度の向

たが、氾濫した場合の被害の大きさに比して安全度は未だに十分

とは言えない。 

(４) 安倍川流域(一級河川) 

安倍川は県下でも有数の急流河川であり、しかもほぼ直線的に

駿河湾に注いでいる。また、流域の地質は脆弱で大谷崩れを始め、

多数の崩壊地からの供給土砂の流出は著しく、河床の不安定な河

川である。従って河岸の決壊等の災害もしばしば発生している。

近年は下流部の河床が上昇し、対策として堤防の強化が進められ

ている。また、河口部で合流する支川の丸子川沿川では、下川原

地区など低平地で内水氾濫による被害が発生している。 

(５) 瀬戸川流域(二級河川) 

近年、流域の都市化の進展が著しく、流域の治水安全度が急激

に低下していたが、瀬戸川及び支川朝比奈川等では河川改修が進

んでおり、治水安全度の向上が図られつつある。また、低平地を

流れ内水被害が頻発する下流部の石脇川流域では、瀬戸川への放

水路が整備されて安全性が向上したが、窪地内水等による浸水被

害が発生している。 

(６) 大井川流域(一級河川) 

大井川流域は本邦屈指の多雨地帯であり、しかも地質は脆弱で

あるため、各所で崖崩れや道路決壊等の災害がしばしば発生して

いる。大井川は長島ダムの完成などによって治水安全度は向上し

たが、河床の土砂移動などによって中流部では局部的な水害が発

生する恐れがある。 

(７) 菊川流域(一級河川) 

菊川は中・下流部に低平地が広がり、菊川の水位上昇時には内

水氾濫による浸水被害が発生するおそれがある。また、支川の西

方川は中流部において流下断面不足で溢水による浸水被害が発

生するおそれがある。 

(８) 太田川流域(二級河川) 

太田川は、下流部の低平地で緩勾配の築堤河川となっており、

過去幾多の氾濫、内水による浸水を繰り返してきた。 

このため、昭和 27 年度より着手した中小河川改修事業を中心

に、激甚災害対策特別緊急事業や、災害関連事業等の導入を図り、

改修を実施するとともに、太田川ダムの建設を進めるなど、治水
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１２ 

上を図っているが、未だに十分とは言えない。 

（追加） 

 

(９) 天竜川流域(一級河川) 

天竜川は県下の最大河川であるが、下流部は築堤、護岸が既成

しており、一応洪水の危険は少ない。 

しかし、上流部及び各支川は堤防高不足等のため相当の降雨量

により溢水、低地の浸水が考えられ注意を要する。 

 

(10) 都田川流域(二級河川) 

都田川は浜名湖を含む県下最大の二級河川であり、昭和 49 年

の七夕豪雨では、堤防が決壊し、甚大な被害が生じたが、官行促

進事業等の導入も図り改修が進められ、下流部は一応の安全度が

確保されるようになっており、現在は、上流の浜松市域の改修を

進めている。 

また、井伊谷川では、上流の引佐町で浸水被害が頻発するため、

引佐町の区画整理と連携して改修を進めているところである。 

 

８ 原子力災害 

「原子力災害」については、県内には、浜岡原子力発電所があり、

万一の事故による放射性物質の大量流出に伴う災害対策も必要で

ある。 

 本県では、国の原子力安全委員会の指針を踏まえ、防災対策を重

点的に充実すべき市町村を御前崎市・相良町・小笠町・大東町の４

市町としている(詳細は「静岡県地域防災計画(原子力対策編)」参

照)。 

以下略 

 

安全度の向上を図っているが、未だに十分とは言えない。また、

河口近くで合流する支川の仿僧川の流域は特に低平地であり、内

水氾濫による浸水被害が発生している。 

(９) 天竜川流域(一級河川) 

天竜川は県下の最大河川であるが、下流部は築堤、護岸が既成

しており、一応洪水の危険は少ない。 

しかし、上流部及び一雲済川や安間川などの各支川は堤防高不

足等のため相当の降雨量により溢水、低地の浸水が考えられ注意

を要する。 

(10) 都田川流域(二級河川) 

都田川は浜名湖を含む県下最大の二級河川であり、昭和 49 年

の七夕豪雨では、堤防が決壊し、甚大な被害が生じたが、改修の

進捗や都田川ダムの完成によって下流部は一応の安全度が確保

されるようになった。支川の井伊谷川では、地形的狭窄部の上流

に位置する引佐町において溢水による浸水被害が発生している。 

 

 

 

８ 原子力災害 

「原子力災害」については、県内には、浜岡原子力発電所があり、

万一の事故による放射性物質の大量流出に伴う災害対策も必要で

ある。 

 本県では、国の原子力安全委員会の指針を踏まえ、防災対策を重

点的に充実すべき地域を御前崎市、相良町、菊川市及び掛川市にお

いて、浜岡原子力発電所から半径 10 ㎞以内の範囲に全部又は一部

が存する自治区等の区域を合わせたものとしている (詳細は「静岡

県地域防災計画(原子力対策編)」参照)。 

以下略 
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１３ 

第２章 災害予防計画 

 

第１節 河川災害予防計画 

１ 本県河川の特徴 

本県の河川は、北部に高い山岳が連なり南部に平野部が少ないの

で急流が多く、また、南部の丘陵性台地は地質が極めて脆弱である

ため、ここから流出する小河川の多くは土砂を運搬堆積し、周辺よ

り河床の高いいわゆる天井川となっており、堤内の排水を困難にし

ているだけでなく、ひとたび破堤溢水の事態が生ずれば極めて広範

囲にわたる災害の危険性がある。 

また、河口閉塞の河川が多く、これは前記の堆積土砂及び遠州灘、

駿河湾の高波、台風時の波浪等により河口部に堆積が起こり、流下

を困難にしていると共に内水排除にも悪影響を及ぼしている。 

以上が本県河川の主な特徴であるが、各河川共それぞれ独自の性

格を有しており、降雨による出水状況、流量の変化による水衝部の

変化、洲淵の消長、河床の変動等により河川ごとに様相を変えるだ

けでなく、同一河川においても時々に変化するものであり、定性的、

定量的に把握し難い多くの因子があるので十分な調査研究により

対策を講ずることが必要である。 

 

 

２ 河川の治水対策 

 本県の一、二級河川は 533 河川、流路延長 2,682.8 ㎞、要整備延

長は 1,884 ㎞である。（平成 15 年 4 月 30 日現在）これに対し、県

は平成 9年度から平成 15 年度にかけての国の（第 9次）治水事業 7

か年計画（平成 10 年 1 月 30 日閣議決定、総額 24 兆円）に沿い整

備を図った。平成 16 年度は、平成 15 年度に策定された社会資本整

備重点計画（平成 15 年 10 月 10 日閣議決定）に基づき整備を促進

する。 

 

 

 

 

第２章 災害予防計画 

 

第１節 河川災害予防計画 

１ 本県河川の特徴 

本県は、南アルプスや富士山が背後にあることから急流河川が多

く、また、南部の台地は地質が極めて脆弱であるため、ここから流

出する小河川は土砂を多く運搬する。それらが堆積することで、周

辺より河床の高いいわゆる天井川となり、堤内の排水を困難にして

いるだけでなく、ひとたび破堤溢水の事態が生ずれば極めて広範囲

にわたる災害の危険性がある。 

また、河口が閉塞する河川が多い。河口の埋塞は、前述の土砂運

搬作用に加え、遠州灘、駿河湾の高波、台風時の波浪等の影響によ

り、河口部に土砂が堆積することに起因しており、流下を困難にす

ると共に内水排除にも悪影響を及ぼしている。 

以上が本県河川の主な特徴であるが、河川ごとにそれぞれ独自の

性格を有しているほか、降雨による出水状況の変化による水衝部の

変化や洲淵の消長、河床の変動等により、河川ごとに様相を変える

だけでなく、同一河川においても時々に変化するものであり、定性

的、定量的に把握し難い多くの因子があるので十分な調査研究によ

り対策を講ずることが必要である。 

 

２ 河川の治水対策 

 本県の一、二級河川は 533 河川、流路延長 2,862.8 ㎞、要整備延

長は 1,884 ㎞である。（平成 16 年３月 31 日現在）これに対し、県

は平成 9年度から平成 15 年度にかけての国の（第 9次）治水事業 7

か年計画（平成 10 年 1 月 30 日閣議決定、総額 24 兆円）に沿い整

備を図った。平成 17 年度は、平成 15 年度に策定された社会資本整

備重点計画（平成 15 年 10 月 10 日閣議決定）に基づき整備を促進

する。 
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ページ 現 行 修 正 案 

 

１３ 

第２節 海岸保全災害防除計画 

１ 本県海岸の特徴 

本県の海岸延長は約 506 ㎞で全国で 26 番目に位置し、東から伊

豆半島沿岸、駿河湾沿岸、遠州灘沿岸の三つに区分されている。 

伊豆半島沿岸は相模灘及び駿河湾の東側に面しており、海岸線は

入江が多く天然の良港や断崖となり、岩盤が露出し自然状態を保っ

ている。駿河湾沿岸は､海底勾配が急で最深部は 2,000ｍ以上あり波

のエネルギーも減衰することなく直接海岸に影響している。特に富

士・吉原海岸は全国一波が高く堤防高も T.P＋17.0ｍと高い。また､

近年地域開発に伴い河川からの流送土砂の減少により､海岸線の侵

食が目立ち､海浜地域も少なくなってきている。遠州灘沿岸は遠浅

で海底勾配もゆるく砂浜が発達しているが、河川からの流出土砂の

減少や突堤などの沿岸構造物で漂砂の流れが阻害されることによ

り、近年では砂浜の侵食が一部で顕在化している。 

以下略 

 

第２節 海岸保全災害防除計画 

１ 本県海岸の特徴 

本県の海岸延長は約 506 ㎞あり、東から伊豆半島沿岸、駿河湾沿

岸、遠州灘沿岸の三つに区分されている。 

伊豆半島沿岸は相模灘及び駿河湾に面しており、海岸線は入江が

多く、天然の良港となっている。駿河湾沿岸は､海底勾配が急で波

のエネルギーが減衰することなく直接海岸に影響するため、高波が

来襲する。特に湾の最深部に位置する富士海岸は波が高いことで知

られ、堤防高も T.P＋17.0ｍで整備されている。また､河川からの流

送土砂が減少したことにより､海岸線では侵食が目立っている。遠

州灘沿岸は海底勾配もゆるく砂浜が発達しているが、河川からの流

出土砂の減少や沿岸構造物により漂砂が阻止されることなどによ

り、近年では侵食が全域で顕在化している。 

以下略 

 

 

 

１６ 

第９節 通信施設等整備改良計画 

１ 県防災行政無線施設の改良 

(４) 平成 12 年 4 月 1日現在の防災行政無線の設置場所は資料編(8

－3)、また、静岡県総合情報ネットワークシステムの系統図は資

料編(8－1)のとおりである。 

 

第９節 通信施設等整備改良計画 

１ 県防災行政無線施設の改良 

(４) 防災行政無線の設置場所は資料編(8－3)、また、静岡県総合

情報ネットワークシステムの無線局回線構成図は資料編(8－1)

のとおりである。 

 

 

２１ 

第 14 節 道路鉄道等災害防止計画 

２ 道路交通の災害予防計画 

(３) 異常気象時の交通規制区間の指定 

 

第 14 節 道路鉄道等災害防止計画 

２ 道路交通の災害予防計画 

(３) 異常気象時の通行規制区間の指定 

 

 

２３ 

第 16 節 防災のための調査研究 

３ 災害発生状況調査 

(１) 風水害 

過去の主な風水害の発生状況を整理するとともに、洪水氾濫危

険区域図を作成し、今後の防災対策の資料とする。 

 

 

 

第 16 節 防災のための調査研究 

３ 災害発生状況調査 

(１) 風水害 

過去の主な風水害の発生状況を整理するとともに、浸水想定区

域図を作成し、今後の防災対策の資料とする。 

 

 

 

6 



静岡県地域防災計画(一般対策編) 修正新旧対照表  

ページ 現 行 修 正 案 

 

２４ 

 

 

 

 

２４ 

第 17 節 防災訓練 

３ 災害対策本部・支部要員訓練の実施 

災害対策本部及び支部において応急対策活動に従事する災害対

策本部要員及び支部要員に対し、実践に即した訓練を行う。 

 

 

４ 非常通信訓練 

災害時において、災害地から災害対策本部及び支部並びに関係官

公署に対する災害通報及び情報発信が迅速正確に行い得るよう、無

線による通信訓練を実施する。 

 

 

 

 

第 17 節 防災訓練 

３ 災害対策本部・方面本部要員訓練の実施 

災害対策本部及び方面本部において応急対策活動に従事する災

害対策本部要員及び方面本部要員に対し、実践に即した訓練を行

う。 

 

４ 非常通信訓練 

災害時において、災害地から災害対策本部及び方面本部並びに関

係官公署に対する災害通報及び情報発信が迅速正確に行い得るよ

う、無線による通信訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 

第 18 節 自主防災組織の育成 

１ 主旨 

地震、風水害等の異常な大災害が発生した場合には、通信、交通

の途絶等の悪条件が重なり、水防、警察等関係機関の防災活動が地

域の末端に十分即応できない事態が予測される。特に、予想される

東海地震に際しては、このおそれが強く、これに対処するためには、

地域住民自らの防災活動が必要であり、またこの活動は組織的に行

われることによりその効果が十分発揮されるものである。したがっ

て、当面東海地震対策を主眼に地域の実情に応じた自主防災組織の

育成を積極的に推進し、あわせて、一般的な風水害に対しても、地

域保全のための防災活動を行うものとする。 

 

３ 推進方法 

市町村は、地域住民に対して、自主防災組織の意義を強調し、十

分意見を交換して、地域の実情に応じた組織の育成を指導するとと

もに防災資機材等の整備についての助成を行う。 

県は、東海地震対策を主眼とした自主防災の組織、活動内容の手

引書を作成するほか、市町村の行う自主防災組織の防災資機材等の

整備についての助成を行い、東海地震対策にあわせて、広域的な一

般風水害に際しても自主防災組織が機能するように組織化を推進

第 18 節 自主防災組織の育成 

１ 主旨 

地震、風水害等の異常な大災害が発生した場合には、通信、交通

の途絶等の悪条件が重なり、水防、警察等関係機関の防災活動が地

域の末端に十分即応できない事態が予測される。特に、予想される

東海地震に際しては、このおそれが強く、これに対処するためには、

地域住民自らの防災活動が必要であり、またこの活動は組織的に行

われることによりその効果が十分発揮されるものである。したがっ

て、当面東海地震対策を主眼に地域の実情に応じた自主防災組織の

育成を積極的に推進し、あわせて、風水害等に対しても、地域保全

のための防災活動を行うものとする。 

 

３ 推進方法 

市町村は、地域住民に対して、自主防災組織の意義を強調し、十

分意見を交換して、地域の実情に応じた組織の育成を指導するとと

もに防災資機材等の整備についての助成を行う。 

県は、東海地震対策を主眼とした自主防災の組織、活動内容の手

引書を作成するほか、市町村の行う自主防災組織の防災資機材等の

整備についての助成を行い、東海地震対策にあわせて、風水害等に

際しても自主防災組織が機能するように組織化を推進していく。 
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静岡県地域防災計画(一般対策編) 修正新旧対照表  

ページ 現 行 修 正 案 

していく。 

 

 

 

２５ （追加） 第 19 節 事業所等の自主的な防災活動 

 事業所及び施設を管理し、又は運営する者(以下「事業所等」と

いう。)は、従業員・利用者等の安全を守るとともに、地域の一員

として防災活動に参加するよう努めるものとする。このため事業所

等は、自主的な防災組織をつくり、関係地域の自主防災組織と連携

をとり、事業所及び関係地域の安全の確保に積極的に努めるものと

する。事業所等における自主防災活動は、概ね次のものについて、

それぞれの実情に応じて行う。 

(１) 防災訓練 

(２) 従業員等の防災教育 

(３) 情報の収集、伝達体制の確立 

(４) 火災その他災害予防対策 

(５) 避難対策の確立 

(６) 救出及び応急救護等 

(７) 飲料水、食料、生活必需品等、災害時に必要な物資の確保 

(８) 施設及び設備の耐震性の確保 

 

２５ 第 19 節 略 

 

第 20 節 略 

 

２６ 第 20 節 略 

 

第 21 節 略 
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ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

２９ 

第３章 災害応急対策計画 

 

第２節 組織計画 

２ 災害対策組織 

 (２) 静岡県災害対策本部 

ア 編制 

＜静岡県災害対策本部・支部編制図＞の定めるところによる

ものとする(参考資料５の別表１)。 

イ 設置基準 

 (ア) 大規模な災害が発生し又は発生するおそれがあり、知事が

その対策を必要と認めるとき 

 (イ) 「災害救助法」による援助を適用する災害が発生したとき

 

第３章 災害応急対策計画 

 

第２節 組織計画 

２ 災害対策組織 

 (２) 静岡県災害対策本部 

ア 編制 

＜静岡県災害対策本部編制図＞及び＜静岡県災害対策本部

方面本部編制図＞の定めるところによるものとする。 

イ 設置基準 

大規模な災害が発生し又は発生するおそれがあり、知事がそ

の対策を必要と認めるとき 

（削除） 

 

 

２９ 

 

３０ 

 

３０ 

第３節 応援計画 

２ 応援の実施基準 

(２) 応援動員対象者 

キ 助産師又は看護師 

 

３ 実施方法 

(５) 海上保安庁に対する応援要請 

海上保安庁への応援要請に関し必要な事項は＜第 26 節 海上

保安庁に対する応援要請計画＞の定めるところによるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 応援計画 

２ 応援の実施基準 

(２) 応援動員対象者 

キ 保健師、助産師又は看護師 

 

３ 実施方法 

(５) 海上保安庁に対する支援要請 

海上保安庁への支援要請に関し必要な事項は＜第 26 節 海上

保安庁に対する支援要請計画＞の定めるところによるものとす

る。 
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ページ 現 行 修 正 案 

 

３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１ 

３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 通信情報計画 

２ 実施事項 

(１) 気象、地象、水象(以下、この節において「気象等」という。)

に関する情報の収集及び伝達 

ウ 気象等の予報及び警報の種類と発表基準は、資料編(5－3－

1)、その伝達経路は資料編(5－3－2、5－3－3)、津波警報の伝

達経路は資料編(5－3－4)、津波注意報・警報、地震及び津波

情報の種類は、資料編(5－3－5)、その伝達経路は資料編(5－3

－6)、火山情報の発表基準は資料編(5－3－7)、その伝達経路

は(5－3－8)による。 

(４) 災害の被害等の情報の収集及び伝達 

イ 市町村からの収集 

(ア) 被害速報(随時) 

 市町村長は、災害が発生したときから応急措置が完了するま

で、資料編(7－1)に定める＜被害程度の認定基準＞に基づき、

資料編(7－2)＜被害速報(随時)＞により、当該市町村を管轄す

る支部長(県行政センター所長)を経て、本部長(知事)に報告す

る。 

 また、被害規模を早期に把握するため、市町村長は１１９番

通報が殺到する状況等の情報を積極的に収集し県行政センタ

ーに報告する。 

 ただし、県行政センターに連絡がつかない場合は本部長(知

事)に、本部長(知事)に連絡がつかない場合は内閣総理大臣に

報告する。なお、連絡がつき次第、本部長(知事)及び県行政セ

ンターにも報告する。 

(イ) 定時報告 

支部長(県行政センター所長)は資料編(7－3)＜被害状況集

計表＞により、市町村長から定時の被害状況を収集するものと

し、その結果を速やかに本部長(知事)に報告するものとする。

 収集時間は、災害発生の都度定めるものとするが、市町村長

はその定められた時間には、可能な限り最新の被害状況を資料

編(7－4)＜災害定時及び確定報告書＞により把握しておくも

のとする。 

 

第４節 通信情報計画 

２ 実施事項 

(１) 気象、地象、水象(以下、この節において「気象等」という。)

に関する情報の収集及び伝達 

ウ 気象等の予報及び警報の種類と発表基準は、資料編(5－3－

1)、その伝達経路は資料編(5－3－2、5－3－3)、津波警報の伝

達経路は資料編(5－3－4)、津波注意報・警報、地震及び津波

情報の種類は、資料編(5－3－5)、その伝達経路は資料編(5－3

－6)、火山情報の発表基準は資料編(5－3－7)、その伝達経路

は(5－3－8、5－3－9)による。 

(４) 災害の被害等の情報の収集及び伝達 

イ 市町村からの収集 

(ア) 被害速報(随時) 

 市町村長は、災害が発生したときから応急措置が完了するま

で、資料編(7－1)に定める＜被害程度の認定基準＞に基づき、

資料編(7－2)＜被害速報(随時)＞により、当該市町村を管轄す

る方面本部長(地域防災局長)を経て、本部長(知事)に報告す

る。 

また、被害規模を早期に把握するため、市町村長は１１９番

通報が殺到する状況等の情報を積極的に収集し方面本部長(地

域防災局長)に報告する。 

 ただし、方面本部長(地域防災局長)に連絡がつかない場合は

本部長(知事)に、本部長(知事)に連絡がつかない場合は内閣総

理大臣に報告する。なお、連絡がつき次第、本部長(知事)及び

方面本部長(地域防災局長)にも報告する。 

(イ) 定時報告 

方面本部長(地域防災局長)は資料編(7－3)＜被害状況集計

表＞により、市町村長から定時の被害状況を収集するものと

し、その結果を速やかに本部長(知事)に報告するものとする。 

 収集時間は、災害発生の都度定めるものとするが、市町村長

はその定められた時間には、可能な限り最新の被害状況を資料

編(7－4)＜災害定時及び確定報告書＞により把握しておくも

のとする。 
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ページ 現 行 修 正 案 

３２ 

 

 

 

 

３３ 

(ウ) 確定報告 

市町村長は、被害状況確定後速やかに資料編(7－4)＜災害定

時及び確定報告書＞により県行政センター所長を経由して、知

事に文書をもって報告するものとする。 

 

・消防庁防災情報室 

平日 

 電話（地域衛星通信ネットワーク） ８－048－500－7526 

 電話（消防防災無線） 7526 

 電話（NTT 有線） 03－5253－7526 

 FAX（地域衛星通信ネットワーク） ８－048－500－7536 

 FAX（消防防災無線） ８－7536 

 FAX（NTT 有線） 03－5253－7536 

 

(ウ) 確定報告 

市町村長は、被害状況確定後速やかに資料編(7－4)＜災害定

時及び確定報告書＞により地域防災局長を経由して、知事に文

書をもって報告するものとする。 

 

・消防庁震災等応急室 

平日 

 電話（地域衛星通信ネットワーク） ８－048－500－7527 

 電話（消防防災無線） 7527 

 電話（NTT 有線） 03－5253－7527 

 FAX（地域衛星通信ネットワーク） ８－048－500－7537 

 FAX（消防防災無線） ８－7537 

 FAX（NTT 有線） 03－5253－7537 

 

 

３４ 

 

 

 

 

３４ 

第５節 災害広報計画 

３ 報道機関に対する協力 

(１) 情報発表責任者 

県(災害対策本部)が報道機関に対し、情報を発表する場合の情

報発表責任者は企画部長(報道総括)とする。 

 

４ 広報機関の活用 

(１) 県の広報媒体の活用 

 イ 視聴覚媒体 

（追加） 

 

第５節 災害広報計画 

３ 報道機関に対する協力 

(１) 情報発表責任者 

県(災害対策本部)が報道機関に対し、情報を発表する場合の情

報発表責任者は広報局長(報道総括)とする。 

 

４ 広報機関の活用 

(１) 県の広報媒体の活用 

 イ 視聴覚媒体 

 (オ) 道路情報提供装置 

 

 

３６ 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 避難救出計画 

２ 避難 

市町村長は、火災、山崩れ、津波、河川の氾らん等により、住民

に危険が切迫していると認めたときは、危険地域の住民に対して避

難のための立退きの勧告、又は指示をするものとする。 

市町村長のほか、警察官、海上保安官、都道府県知事、水防管理

者、自衛官も「災害対策基本法」、「警察官職務執行法」、「地すべり

等防止法」、「水防法」、「自衛隊法」の規定に基づき、避難の勧告又

は指示を行うことができる。以下略 

第７節 避難救出計画 

２ 避難 

市町村長は、火災、山崩れ、津波、河川の氾らん等により、住民

に危険が切迫していると認めたときは、危険地域の住民に対して避

難のための立退きの勧告、又は指示をするものとする。 

市町村長のほか、警察官、海上保安官、都道府県知事、水防管理

者、自衛官も「災害対策基本法」、「警察官職務執行法」、「地すべり

等防止法」、「水防法」、「自衛隊法」の規定に基づき、避難の指示等

を行うことができる。以下略 
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３６ 

 

 

 

 

 

３８ 

(１) 避難の勧告及び指示の周知徹底 

市町村長は、危険地域の自主防災組織、住民及び事業所等に対

し、同時通報用無線、有線放送、広報車等により次の事項を周知

徹底するものとする。 

（追加） 

 

６ 市町村長の要求に基づく県の実施事項 

(４) 海上保安庁に対する応援要請 

 

(１) 避難の勧告及び指示の周知徹底 

市町村長は、危険地域の自主防災組織、住民及び事業所等に対

し、同時通報用無線、有線放送、広報車等により次の事項を周知

徹底するものとする。その際、災害時要援護者への的確な情報提

供に配慮するよう努める。 

 

６ 市町村長の要求に基づく県の実施事項 

(４) 海上保安庁に対する支援要請 

 

 

３９ 

第８節 食料供給計画 

５ 交通、通信が途絶して市町村長が知事に調達あっせんを要請で

きない場合の措置 

 資料編(19－3－2)の「災害救助法が発動された場合における災害

救助用米穀の緊急引渡しについての協定書」に基づき、市町村長は

食糧事務所支所長又は責任者に対して災害救助用米穀の緊急引渡

しを要請するものとする。 

 

 

第８節 食料供給計画 

５ 交通、通信が途絶して市町村長が知事に調達あっせんを要請で

きない場合の措置 

 資料編(19－3－2)の「災害救助法が発動された場合における災害

救助用米穀の緊急引渡しについての協定書」に基づき、市町村長は、

関東農政局静岡農政事務所長(地域課長を含む。)又は政府所有食料

を保管する倉庫の責任者に対して災害救助用米穀の緊急引渡しを

要請するものとする。 

 

 

４３ 

第 13 節 防疫計画 

２ 県の実施事項 

(１) 県は、次の措置を行う。 

ウ 市町村に対する病原体に汚染された場所の消毒の指示 

 

エ 市町村に対するねずみ族・昆虫の駆除の指示 

オ 市町村に対する病原体に汚染された物件の消毒等の指示 

 

 

第 13 節 防疫計画 

２ 県の実施事項 

(１) 県は、次の措置を行う。 

ウ 病原体に汚染された場所の消毒の実施又は市町村に対する

指示 

エ ねずみ族・昆虫の駆除の実施又は市町村に対する指示 

オ 病原体に汚染された物件の消毒等の実施又は市町村に対す

る指示 

 

 

４６ 

 

 

 

 

 

第 17 節 輸送計画 

２ 実施方法 

(１) 陸上輸送 

ア 県有車両の活用 

資料編(10－4－4)＜県有車両一覧表＞に基づき実施するも

のとし、その実施者は、本庁所属車両(静岡県レンタカー協会

との協定に基づく調達車両を含む。)については、災害対策本

第 17 節 輸送計画 

２ 実施方法 

(１) 陸上輸送 

ア 県有車両の活用 

資料編(10－4－4)＜県有車両一覧表＞に基づき実施するも

のとし、その実施者は、本庁所属車両(静岡県レンタカー協会

との協定に基づく調達車両を含む。)については、災害対策本
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４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４７ 

部集中事務班長とし、出先機関所属車両については、その出先

機関を所管する災害対策本部の支部とする。 

イ 陸上自衛隊の要請 

(２) 海上輸送 

ア 輸送方法 

海上輸送は県有船舶の活用、海上自衛隊の要請、海上保安庁

の協力、民間船舶の協力により行うものとする。 

 

 

(ア) 防災船その他の県有船舶に基づき実施するものとする。な

お県保有船舶は、資料編（10－6－6）のとおりである。 

(イ) 海上自衛隊への要請 

＜第 25 節 自衛隊派遣要請計画＞により行うものとする。

(ウ) 海上保安庁への応援要請 

＜第 26 節 海上保安庁に対する応援要請計画＞により行う

ものとする。 

なお、清水、下田海上保安部の保有船舶は、資料編（10－6

－7）のとおりである。 

(エ) 民間船舶への協力要請 

ａ 民間船舶(漁船を除く) 

民間船舶への協力要請は中部運輸局静岡運輸支局清水庁舎

及び下田海事事務所を通し、資料編(10－6－8)により協力要請

するものとする。 

イ 海上輸送連絡所の設置 

船舶の運用調整を図るため必要に応じ海上保安庁、運輸局、

自衛隊及び県の各機関をもって海上輸送連絡所を設置するも

のとする。 

 

部集中事務班長とし、出先機関所属車両については、その出先

機関を所管する災害対策本部の方面本部とする。 

イ 自衛隊の要請 

(２) 海上輸送 

ア 輸送方法 

海上輸送は、海上自衛隊、海上保安庁、中部運輸局及び防災

関係機関等の協力を得て次の船舶により行う。 

なお、知事は必要に応じて、国又は他都県に対して、協力を

要請する。 

(ア) 防災船その他の県有船舶 

なお、県有船舶は、資料編（10－6－6）のとおりである。 

(イ) 海上自衛隊の艦艇 

＜第 25 節 自衛隊派遣要請計画＞により行うものとする。 

(ウ) 海上保安庁の船艇 

＜第 26 節 海上保安庁に対する支援要請計画＞により行う

ものとする。 

なお、清水、下田海上保安部の保有船舶は、資料編（10－6

－7）のとおりである。 

(エ) 民間船舶及び漁船 

ａ 民間船舶(漁船を除く) 

民間船舶への協力要請は中部運輸局静岡運輸支局を通し、資

料編(10－6－8)により協力要請するものとする。 

 

イ 海上輸送連絡所の設置 

船舶の運用調整を図るため必要に応じ海上保安庁、中部運輸

局、海上自衛隊及び県の各機関をもって海上輸送連絡所を設置

するものとする。 

 

 

５４ 

 

 

 

 

第 23 節 水防計画 

５ 水防に関する予警報 

(２) 指定河川に対する洪水予報 

指定河川である天竜川下流、菊川、大井川、安倍川、富士川、

狩野川及び太田川水系太田川・原野谷川に洪水予報が発表され

て、関係機関より予報の通知を受けたとき、知事は水防管理者、

第 23 節 水防計画 

５ 水防に関する予警報 

(２) 指定河川に対する洪水予報 

指定河川である天竜川下流、菊川、大井川、安倍川、富士川、

狩野川及び太田川水系太田川・原野谷川、瀬戸川水系瀬戸川・朝

比奈川に洪水予報が発表されて、関係機関より予報の通知を受け
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ページ 現 行 修 正 案 

５４ 量水標管理者にその情報に係る事項を通知するものとする。ま

た、知事は県管理河川の指定河川である太田川水系太田川・原野

谷川について洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁と

共同して、水防管理者、量水標管理者にその情報に係る事項を通

知するものとする。 

 

(４) 水位の観測及び通報 

イ 水位が資料編の水位観測所一覧表に掲げる警戒水位に達し

たときは、その水位の状況を水防計画に定める通報要領により

所轄水防区長並びに関係のある水防管理者に通報するものす

る。 

以下略 

 

たとき、知事は水防管理者、量水標管理者にその情報に係る事項

を通知するものとする。また、知事は県管理河川の指定河川であ

る太田川水系太田川・原野谷川、瀬戸川水系瀬戸川・朝比奈川に

ついて洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁と共同し

て、水防管理者、量水標管理者にその情報に係る事項を通知する

ものとする。 

(４) 水位の観測及び通報 

イ 各水防区長は、水位が資料編の水位観測所一覧表に掲げる通

報水位、警戒水位に達したときは、その水位の状況を水防計画

に定める通報要領により水防本部長に報告すると共に、関係の

ある水防管理者等に通報するものする。 

以下略 

 

 

５６ 

 

 

 

 

 

 

５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 節 応援協力計画 

２ 要請の実施基準 

(２) 協力要請対象団体 

イ 大学生及び高校生 

ウ 県立各種講習所及び養成所等の学生 

エ 赤十字奉仕団 

オ その他奉仕活動を申し出たボランティア団体等 

 

３  実施方法 

(２) 大学生及び高校生に対する応援協力要請 

イ 大学生及び高校生の現在員数は同表のとおりである。 

 

(３) 県立各種講習所及び養成所等の学生等の活用 

ア 講習会、養成所等の範囲及び学生等現在員数は資料編（11－

4－3）＜県立各種講習所等学生、生徒現在員数＞のとおりであ

る。 

(４) 赤十字奉仕団への協力要請 

(５) その他奉仕活動を申し出たボランティア団体等への措置 略

 

 

 

第 24 節 応援協力計画 

２ 要請の実施基準 

(２) 協力要請対象団体 

イ 大学及び高校の学生・生徒 

ウ 県立専修学校及び県立各種講習施設等の学生・生徒 

エ 日本赤十字奉仕団 

（削除） 

 

３  実施方法 

(２) 大学及び高校の学生・生徒に対する応援協力要請 

イ 大学及び高校の学生・生徒の現在員数は同表のとおりであ

る。 

(３) 県立専修学校及び各種講習施設等の学生・生徒の活用 

ア 県立専修学校及び各種講習施設等の範囲及び学生・生徒現在

員数は資料編（11－4－3）＜県立専修学校及び各種講習施設等

の学生・生徒現在員数＞のとおりである。 

(４) 日本赤十字奉仕団への協力要請 

第 25 節 ボランティア活動支援計画 略 
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５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 25 節 自衛隊派遣要請計画 

３ 災害派遣要請 

(１) 災害派遣要請者 

静岡県知事 

(２) 災害派遣要請の手続き 

ア 知事は自衛隊の派遣を要請するときは、静岡隊区長である陸

上自衛隊第34普通科連隊長を窓口として実施するものとする。

以下略 

 

イ 災害派遣の要請は、次の事項を明らかにした文書をもって要

請する。ただし緊急に要請する場合にあっては、県防災行政無

線電話等で要請し、事後速やかに文書をもって行うものとす

る。 

以下略 

 

４ 市町村長等の災害派遣要請の要求手続 

(１) 知事に対する自衛隊派遣要請の要求手続 

原則として市町村長が行うものとする。 

(２) 災害派遣要請の要求手続 

災害派遣要請の要求をしようとするときは、知事に対し次の事

項を明記した文章をもって行う。 

ただし緊急を要する場合、文書をもってすることができないと

きは、電話等により依頼するものとする。この場合においても、

事後速やかに文書をもって行うものとする。また、知事への要求

ができない場合には、その旨及び当該地域に係る災害の状況を陸

上自衛隊第 34 普通科連隊又は最寄りの部隊に通知し、知事に対

してもその旨を速やかに通知すること。 

ア 提出先（連絡先） 静岡県災害対策室 

イ 提出部数 １部 

ウ 記載事項 

(ア) 災害の情況及び派遣を必要とする事由 

(イ) 派遣を希望する期間 

(ウ) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(エ) その他参考となるべき事項 

第 26 節 自衛隊派遣要請計画 

３ 災害派遣要請 

(１) 災害派遣要請者 

知事 

(２) 災害派遣要請手続 

ア 知事は、自衛隊の派遣を要請するときは、自衛隊法第 83 条

第１項に基づき、陸上自衛隊第 34 普通科連隊長に対して、支

援を要請する事項等を明らかにして派遣を要請する。 

以下略 

イ 知事は、次の事項を明らかにした要請書により要請する。た

だし、緊急に要請するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書により要請する。 

以下略 

 

 

４ 市町村長等の災害派遣要請の要求手続 

（削除） 

 

市町村長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要がある

ときは知事に対して、上記３(２)のイの事項を明示した要請書に

より、自衛隊派遣要請を行うよう要求する。また、知事への要求

ができない場合には、その旨及び当該地域に関わる災害の情況を

陸上自衛隊第 34 普通科連隊長又は最寄りの部隊の長に通知し、

知事に対してもその旨を速やかに通知する。 

 

 

 

（削除） 
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５８ ５ 自衛隊との連絡 

(１) 情報の交換 

知事は災害が発生し、また発生するおそれがある場合は各種情

報を的確に把握し、絶えず陸上自衛隊第 34 普通科連隊長（時間

の余裕がなく緊急を要するときは関係部隊等の長）と情報交換す

るものとする。 

(２) 連絡班の派遣 

知事は災害発生を予想する段階に至った場合は、陸上自衛隊第

34 普通科連隊長に対し、県災害対策本部（本部開設前にあっては

災害対策室）に連絡班（無線機等を付す。）の派遣を依頼し、派

遣要請の授受及びこれに伴う措置の迅速化を図るものとする。 

 

５ 自衛隊との連絡 

(１) 情報の交換 

知事は、災害応急対策に関する各種の情報を迅速的確に把握

し、災害応急対策を効果的に実施するため、陸上自衛隊第 34 普

通科連隊長（時間の余裕がなく緊急を要するときは関係部隊等の

長）と密接な情報交換するものとする。 

(２) 連絡班の派遣 

知事は、陸上自衛隊第 34 普通科連隊長に対し、県災害対策本

部に連絡班（無線機等を付す。）の派遣を依頼し、派遣要請の授

受及びこれに伴う措置の迅速化を図るものとする。 

 

 

 

５９ 

 

 

 

５９ 

 

 

 

 

５９ 

 

 

 

 

 

 

６０ 

 

 

 

 

第 26 節 海上保安庁に対する応援要請計画 

１ 主旨 

この計画は､災害時における海上保安庁に対する応援要請を行う

場合の必要事項を明らかにすることを目的とする。 

 

２ 応援要請の範囲 

海上保安庁に応援を要請する場合は、原則として次の場合とす

る。 

(３) その他県及び市町村が行う災害応急対策の支援 

 

３ 応援要請 

(１) 要請者 

静岡県知事 

(２) 要請の手続 

ア 知事は、海上保安庁の応援を要請するときは、次の事項を明

らかにして清水海上保安部又は下田海上保安部を窓口として

要請するものとする。 

（追加） 

 

(ア) 災害の状況及び応援を必要とする事由 

(イ) 応援を希望する期間 

(ウ) 応援を希望する区域及び活動内容 

第 27 節 海上保安庁に対する支援要請計画 

１ 主旨 

この計画は､災害時における海上保安庁に対する支援要請を行う

場合の必要事項を明らかにすることを目的とする。 

 

２ 支援要請の範囲 

海上保安庁に支援を要請する場合は、原則として次の場合とす

る。 

(３) その他、県及び市町村が行う災害応急対策の支援 

 

３ 支援要請 

(１) 支援要請者 

知事 

(２) 支援要請手続 

知事は、次の事項を明らかにした要請書により、清水海上保安

部又は下田海上保安部を窓口として海上保安庁第三管区海上保

安本部長に対して要請する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書により要請する。 

（削除） 
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静岡県地域防災計画(一般対策編) 修正新旧対照表  

ページ 現 行 修 正 案 

６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) その他参考となるべき事項 

イ 清水海上保安部又は下田海上保安部との連絡が困難な場合

には、第三管区海上保安本部もしくは他の海上保安庁の事務所

又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇もしくは航空機

を通じて要請するものとする。（海上保安庁の巡視船艇・航空

機は防災相互無線機を搭載） 

（追加） 

 

 

 

ウ 市町村長は、事態が急迫し、知事に応援要請を依頼するいと

まのない場合又は知事を通じて要請することが困難な場合に

は、直接、最寄りの海上保安庁の事務所又は沖合に配備された

海上保安庁の巡視船艇もしくは航空機を通じて要請するもの

とする。この場合、速やかに知事に対してその旨連絡すること。

 

４ 市町村長の応援要求手続 

(１) 知事に対する応援要求手続 

原則として市町村長が行うものとする。 

(２) 応援要求の手続 

応援要求は知事に対し次に掲げる事項を明記した文書をもっ

て行う。ただし、緊急を要する場合、文書をもってすることがで

きないときは、電話等により依頼するものとする。この場合にお

いても、事後速やかに文書をもって行うものとする。また、知事

への要求ができない場合には、その旨及び当該地域に係る災害の

状況を最寄りの海上保安庁の事務所又は沖合に配備された海上

保安庁の巡視船艇もしくは航空機を通じて連絡し、知事に対して

もその旨を速やかに通知すること。 

ア 提出先（連格先）  静岡県災害対策室 

イ 提出部数  １部 

ウ 記載事項 

(ア) 災害の状況及び応援を必要とする事由 

(イ) 応援を希望する期問 

(ウ) 応援を希望する区域及び活動内容 

 

また、清水海上保安部又は下田海上保安部との連絡が困難であ

る場合には、第三管区海上保安本部もしくは他の海上保安庁の事

務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇もしくは航空

機を通じて要請するものとする。（海上保安庁の巡視船艇・航空

機は、防災相互通信波の受信機を搭載） 

(ア) 災害の情況及び支援活動を要請する理由 

(イ) 支援活動を必要とする期間 

(ウ) 支援活動を必要とする区域及び活動内容 

(エ) その他参考となるべき事項 

（削除） 

 

 

 

 

 

４ 市町村長の支援要請の依頼手続 

市町村長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があると

きは知事に対して、上記３の事項を明示した要請書により、海上保

安庁の支援要請を行うよう依頼する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をもっ

て行い、事後速やかに文書により知事に依頼する。 

また、知事への依頼ができない場合は、直接、最寄りの海上保安

庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇もしくは

航空機を通じて要請するものとし、知事に対してもその旨を速やか

に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



静岡県地域防災計画(一般対策編) 修正新旧対照表  

ページ 現 行 修 正 案 

６０ (エ) その他参考となるべき事項 

 

 

 

６０ 

 

第 27 節 略 

 

第 28 節 略 

 

 

６１ 

第 28 節 電力施設災害応急対策計画 

２ 電力会社の地域分担 

東京電力㈱ 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、

御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、賀茂郡、田方郡、

駿東郡、富士郡芝川町の一部 

中部電力㈱ 静岡市、浜松市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、

藤枝市、浜北市、袋井市、天竜市、湖西市、御前崎市、

庵原郡、志太郡、榛原郡、小笠郡、周智郡、磐田郡、

浜名郡、引佐郡、富士郡芝川町の一部 

 

第 29 節 電力施設災害応急対策計画 

２ 電力会社の地域分担 

東京電力㈱ 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、

御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀

茂郡、田方郡、駿東郡、富士郡芝川町の一部 

中部電力㈱ 静岡市、浜松市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、

藤枝市、浜北市、袋井市、天竜市、湖西市、御前崎市、

菊川市、庵原郡、志太郡、榛原郡、周智郡、磐田郡、

浜名郡、引佐郡、富士郡芝川町の一部 

 

６１ 第 29 節 略 

 

第 30 節 略 

 

６２ 第 30 節 伊豆東部火山群の火山災害対策計画 

１ 主旨 

伊豆東部火山群において火山噴火が起こった場合に県民等の生

命、身体及び財産を災害から守るために定める。 

計画の運用、平常時対策、災害応急対策については、別編に記載

する。 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

６２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31 節 突発的災害に係る応急対策計画 

２ 県の態勢 

(１) 突発的災害応急態勢 

イ 組織 

災害対策室、企画経理室、医療室及び事故現場を管轄する県

行政センターで構成する。 

ウ 任務 

応急対策の基本方針の決定に資するため、初期の情報収集を

行う。 

なお､災害発生直後には速やかに当該災害の規模を把握する

第 31 節 突発的災害に係る応急対策計画 

２ 県の態勢 

(１) 突発的災害応急態勢 

イ 組織 

災害対策室、企画経理室、医療室及び事故現場を管轄する地

域防災局で構成する。 

ウ 任務 

応急対策の基本方針の決定に資するため、初期の情報収集を

行う。 

なお､災害発生直後には速やかに当該災害の規模を把握する
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静岡県地域防災計画(一般対策編) 修正新旧対照表  

ページ 現 行 修 正 案 

６２ 

 

 

 

６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ため概括的な情報を収集するよう特に留意する。 

また、必要に応じ、災害対策本部の設置までの間、物資の集

積場所、臨時ヘリポートの確保など事後の災害応急対策が遅滞

なく行えるよう手配する。 

エ 消防本部の県、国への報告 

消防本部は多数の死傷者等を伴い、通常の消防力では対応が

困難と思われる事故が発生した場合、次の事項を明らかにし、

表１により、直ちに災害対策室及び消防庁防災情報室に連絡す

る。 

災害対策室 

電話 ５（又は８）－700－6030 

FAX ５（又は８）－700－6250 

消防庁防災情報室 

平日 

 電話（地域衛星通信ネットワーク） ８－048－500－7526 

 電話（消防防災無線） ８－7526 

 電話（NTT 有線） 03－5253－7526 

 FAX（地域衛星通信ネットワーク） ８－048－500－7536 

 FAX（消防防災無線） ８－7536 

 FAX（NTT 有線） 03－5253－7536 

(２) 災害対策本部の設置 

イ 組織 

(ア) 本部 

本部長(知事)、副本部長(副知事、出納長、県警察本部長)、

その他の総合司令室構成員(総務部長、防災局長、防災局技監、

防災局次長(防災対策担当)、企画部長、健康福祉部長、土木部

長)、指名された総合司令室付職員 

(イ) 支部(事故発生現場を管轄する支部) 

 支部長(県行政センター所長)、副支部長(防災監、財務事務

所長など)、関係班長、支部で定める必要な構成員 

 

 

 

 

ため概括的な情報を収集するよう特に留意する。 

また、必要に応じ、災害対策本部の設置までの間、広域物資

拠点、臨時ヘリポートの確保など事後の災害応急対策が遅滞な

く行えるよう手配する。 

エ 消防本部の県、国への報告 

消防本部は多数の死傷者等を伴い、通常の消防力では対応が

困難と思われる事故が発生した場合、次の事項を明らかにし、

表１により、直ちに災害対策室及び消防庁震災等応急室に連絡

する。 

災害対策室 

電話 ５※（又は８※）－700－6030 

FAX ５※（又は８※）－700－6250 

消防庁震災等応急室 

平日 

 電話（地域衛星通信ネットワーク） ８－048－500－7527 

 電話（消防防災無線） ８－7527 

 電話（NTT 有線） 03－5253－7527 

 FAX（地域衛星通信ネットワーク） ８－048－500－7537 

 FAX（消防防災無線） ８－7537 

 FAX（NTT 有線） 03－5253－7537 

(２) 災害対策本部の設置 

イ 組織 

(ア) 本部 

本部長(知事)、副本部長(副知事、出納長及び県警察本部長)、

本部員その他の静岡県災害対策本部運営要領により定める職

員 

 

(イ) 方面本部(事故発生現場を管轄する方面本部) 

 方面本部長(地域防災局長)、副方面本部長(地域防災局副局

長その他あらかじめ方面本部長が定めた者)、方面本部員その

他の静岡県災害対策本部運営要領により定める職員 
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ページ 現 行 修 正 案 

６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６４ 

ウ 設置の連絡 

災害対策本部を設置したときは、表２に掲げる機関に連絡す

る。 

また、必要に応じ、本部に連絡要員の派遣を求める。 

なお、市町村、消防機関、県行政センターには防災無線ＦＡ

Ｘで一斉伝達する。 

 

エ 現地災害対策本部 

災害の状況により、災害地を主な管轄とする支部に、副本部

長、本部員又は支部長を長とする現地災害対策本部を設置す

る。 

(３) 災害対策本部の実施する応急対策 

被災者の迅速な救助活動を最優先に次の災害応急対策を実施

する。 

ア 情報の収集、伝達等 

支部は、関係市町村、消防機関、また必要に応じて事故現場

等に職員を派遣し、正確な情報を迅速に本部に伝達する。 

本部は、支部情報及び本部収集情報を基に、速やかに関係機

関に必要な要請をするとともに、国、関係市町村及び防災関係

機関に対し迅速な情報伝達を行うものとする。 

 

イ 各機関への要請 

(イ) 海上保安庁への応援要請 

人や物資の緊急輸送及び災害応急対策について必要がある

場合には第三管区海上保安本部清水海上保安部又は下田海上

保安部に要請する。要請の方法、手続きは第３章第 26 節「海

上保安庁に対する応援要請計画」による。 

 

ウ 設置の連絡 

災害対策本部を設置したときは、表２に掲げる機関に連絡す

る。 

また、必要に応じ、本部に連絡要員の派遣を求める。 

なお、市町村、消防機関、地域防災局には防災無線ＦＡＸで

一斉伝達する。 

 

エ 現地災害対策本部 

災害の状況により、災害地を主な管轄とする方面本部に、副

本部長、本部員又は方面本部長を長とする現地災害対策本部を

設置する。 

(３) 災害対策本部の実施する応急対策 

被災者の迅速な救助活動を最優先に次の災害応急対策を実施

する。 

ア 情報の収集、伝達等 

方面本部は、関係市町村、消防機関、また必要に応じて事故

現場等に職員を派遣し、正確な情報を迅速に本部に伝達する。 

 本部は、方面本部情報及び本部収集情報を基に、速やかに

関係機関に必要な要請をするとともに、国、関係市町村及び防

災関係機関に対し迅速な情報伝達を行うものとする。 

 

イ 各機関への要請 

(イ) 海上保安庁への支援要請 

人や物資の緊急輸送及び災害応急対策について必要がある

場合には第三管区海上保安本部清水海上保安部又は下田海上

保安部に要請する。要請の方法、手続きは第３章第 26 節「海

上保安庁に対する支援要請計画」による。 
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静岡県地域防災計画（一般対策編） 修正新旧対照表 

 

ページ 現 行 修 正 案 

６８ （追加） 第５章 伊豆東部火山群の火山災害対策計画及び富士山の火山防

災計画 

 

伊豆東部火山群又は富士山が噴火した場合に県民等の生命、身体

及び財産を災害から守るために定める。 

 

第１節 伊豆東部火山群の火山災害対策計画 

計画の運用、平常時対策、災害応急対策については、別に定める。 

 

６８ （追加） 第２節 富士山の火山防災計画 

計画対象とすべき火山現象、災害予防、災害応急対策、継続災害

対応については、別に定める。 
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静岡県地域防災計画（一般対策編） 修正新旧対照表 

 

ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

７３ 

伊豆東部火山群の火山災害対策計画 

 

第１章 主旨 

この計画は、伊豆東部火山群において火山噴火が起こった場合

に、県民等の生命、身体及び財産を災害から守るために定める。 

 

 

伊豆東部火山群の火山災害対策計画 

 

第１章 主旨 

この計画は、気象庁の常時観測火山である伊豆東部火山群におい

て噴火が起こった場合に、県民等の生命、身体及び財産を災害から

守るために定める。 
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ページ 現 行 修 正 案 

 

 

７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７５ 

７６ 

 

 

 

 

７６ 

第４章 災害応急対策 

 

１ 火山情報の通報及び伝達 

(１) 火山情報の種類 

伊豆東部火山群に関し、気象庁が発表する火山情報は、緊急度

の高い順に次の４種類がある。 

 

 

エ 火山活動解説資料 

 「気象業務法」第 11 条の規定により、気象庁が常時観測を

行っている火山について定期的に発表し、伝達する情報 

(２) 知事は、緊急火山情報の通報又は臨時火山情報の伝達を受け

たとき、その内容あるいはそれから予測される災害の態様及び取

るべき措置を付加したものを関係機関及び市町村長に通報し､又

は伝達する。 

 

２ 避難活動 

(３) 災害弱者の避難 

市町村長は、警察官、消防団、自主防災組織等の関係機関の協

力を得て、災害弱者の避難が迅速かつ円滑に行われるよう的確な

措置に努める。 

 

４ 社会秩序維持活動 

(２) 警察 

警察は、地域の平穏を害する不法事案を未然に防止するため、

不穏情報の収集に努め、所要の警備力を集中して事態の収拾を図

る。 

 

第４章 災害応急対策 

 

１ 火山情報等の通報及び伝達 

(１) 火山情報等の種類 

伊豆東部火山群に関し、気象庁は、緊急度に応じて下記ア～ウ

の３種類の火山情報を発表し、また、定期的に又は必要に応じて、

エの火山活動解説資料を作成・公表する。 

 なお、火山情報の種類と発表基準は、表１による。 

エ 火山活動解説資料 

 防災活動等の利用に適合するよう火山観測の成果、統計及び

調査の成果等を編集した資料 

(２) 知事は、緊急火山情報の通報又は臨時火山情報の伝達を受け

たとき、その内容あるいはそれから予測される災害の態様及び取

るべき措置を付加したものを、「伊豆東部火山群情報伝達系統

図」(図１)により関係機関及び市町村長に通報し､又は伝達する。 

 

２ 避難活動 

(３)災害時要援護者の避難 

市町村長は、警察官、消防団、自主防災組織等の関係機関の協

力を得て、災害時要援護者の避難が迅速かつ円滑に行なわれるよ

う的確な措置に努める。 

 

４ 社会秩序維持活動 

(２) 県警察 

県警察は、地域の平穏を害する不法事案を未然に防止するた

め、不穏情報の収集に努め、所要の警備力を集中して事態の収拾

を図る。 
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静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 

ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

１２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２５ 

 

 

 

 

第１編 総論 

 

第３章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１３－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

国立病院等の救護班の派遣による医療救護の実施又は準備 

 

 

 

(９) 経済産業省関東経済産業局 

ウ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物の保

安の確保に関すること。

 エ 略 

(10) 経済産業省中部経済産業局 

 電気、ガスの保全に関すること。 

(11) 関東東北鉱山保安監督部関東支部

 

 

 鉱山の災害危険予防対策の指導 

（追加） 

 

(12)～(15) 略 

(16) 第三管区海上保安本部 略 

(17) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 

ア 県知事に対して速やかに東海地震に関連する情報及び津波

予警報の通報を行うこと。 

以下略 

 

２ 指定公共機関 

（追加） 

 

 

 

第１編 総論 

 

第３章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１３－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

ア 災害状況の情報収集、連絡調整 

イ 関係職員の派遣 

ウ 関係機関との連絡調整 

 

(９) 経済産業省関東経済産業局 

(削除) 

 

ウ 略 

(10) 略 

 電気、ガスの復旧に関すること。 

(11) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物の保

安の確保に関すること。 

イ 鉱山に関する災害防止及び災害時の応急対策に関すること。 

(12) 中部近畿産業保安監督部 

 電気、ガスの保安に関すること。 

(13)～(16) 略 

(17) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 

ア 県知事に対して速やかに東海地震に関連する情報の通報を

行うこと。 

以下略 

(18) 第三管区海上保安本部 略 

 

２ 指定公共機関 

(１) 独立行政法人国立病院機構 

ア 所管する病院において、医療救護班の派遣による医療救護を

準備又は実施させること。 

イ 所管する病院において、可能な範囲で患者を受け入れ、治療
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静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 

ページ 現 行 修 正 案 

１２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２６ 

 

 

 

(１) 日本郵政公社東海支社 略 

(２) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社  略 

(３) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 略 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社静岡県支部 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 独立行政法人水資源機構 略 

(９) 電源開発株式会社 略 

(10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) ＫＤＤＩ株式会社 略 

 

にあたらせること。 

ウ ア、イの活動について、必要と認める場合、東海北陸ブロッ

ク事務所に医療救護班の活動支援にあたらせること。 

(２) 独立行政法人水資源機構 略 

(３) 日本郵政公社東海支社 略 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社静岡県支部 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社  略 

(９) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 略 

(10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) 電源開発株式会社 略 

(13) ＫＤＤＩ株式会社 略 
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静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 
 

ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

１２９ 

 

 

 

 

 

１３０ 

１３１ 

第２編 平常時対策 

 

第１章 防災思想の普及 

計画の内容 

２１－１ 県 

２ 生徒等に対する教育 

 県教育委員会は、公立の学校及び幼稚園（「学校等」という。）に

対し、幼児児童生徒（以下「生徒等」という。）に対する地震防災

教育の指針を示し、その実施を指導する。また、県は、私立学校に

対し、これに準じた教育を行うよう指導するものとする。 

 

３ 県民に対する防災思想の普及 

 (７) 相談窓口等 

県はそれぞれの機関において、所管する事項について、県民の

地震対策の相談に積極的に応ずるものとする。 

なお、総括的な事項及び建築に関する事項の相談窓口は次のと

おりである。 

総括的な事項……………防災局、各県行政センター

建物等に関する事項……建築安全推進室、各土木事務所建築住宅

課 

 

第２編 平常時対策 

 

第１章 防災思想の普及 

計画の内容 

２１－１ 県 

２ 生徒等に対する教育 

 県教育委員会は、公立学校に対し、幼児児童生徒（以下「生徒等」

という。）に対する地震防災教育の指針を示し、その実施を指導す

る。また、県は、私立学校に対し、これに準じた教育を行うよう指

導するものとする。 

 

３ 県民に対する防災思想の普及 

 (７) 相談窓口等 

県はそれぞれの機関において、所管する事項について、県民の

地震対策の相談に積極的に応ずるものとする。 

なお、総括的な事項及び建築に関する事項の相談窓口は次のと

おりである。 

総括的な事項……………防災局、各地域防災局

建物等に関する事項……建築安全推進室、各土木事務所建築住宅

課 

 

 

 

 

１３３ 

第２章 自主防災活動 

計画の内容 

２２－４ 県、市町村の指導及び助成 

１ 自主防災組織づくりの推進 

県は、県行政センターを中心として市町村に積極的に協力すると

ともに、自主防災組織と防災関係団体等による協働を促進し、地域

防災力の強化と底上げに努める。 

 

 

 

 

 

第２章 自主防災活動 

計画の内容 

２２－４ 県、市町村の指導及び助成 

１ 自主防災組織づくりの推進 

県は、地域防災局を中心として市町村に積極的に協力するととも

に、自主防災組織と防災関係団体等による協働を促進し、地域防災

力の強化と底上げに努める。 
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静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 

ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

１３５ 

第３章 地震防災訓練の実施 

計画の内容 

２３－１ 県 

１ 防災訓練の内容 

(１) 総合防災訓練 

（追加） 

 

エ～セ 略 

(２) 個別防災訓練 

ウ 防災業務の訓練 

各部門が所掌する防災業務に関する訓練は、部局、室もしくは

事務所又は地震災害警戒本部もしくは災害対策本部が設置され

た場合のそれらの支部単位等(以下「支部単位等」という。)にお

いて、単独又は関係機関と共同して訓練を実施するものとし、そ

の重点事項は、ア、イを参考に部局、室(課)もしくは事務所又は

支部単位等において定める。 

訓練の主なものは次のとおりである。 

(ア) 支部単位等の地震防災応急対策訓練又は災害応急対策訓練

 

 

第３章 地震防災訓練の実施 

計画の内容 

２３－１ 県 

１ 防災訓練の内容 

(１) 総合防災訓練 

エ 「東海地震応急対策活動要領に基づく静岡県広域受援計画」

による受援活動 

オ～ソ 略 

(２) 個別防災訓練 

 ウ 防災業務の訓練 

各部門が所掌する防災業務に関する訓練は、部局、室(課)若し

くは事務所又は地震災害警戒本部若しくは災害対策本部が設置

された場合のそれらの方面本部単位等(以下「方面本部単位等」

という。)において、単独又は関係機関と共同して訓練を実施す

るものとし、その重点事項は、ア、イを参考に部局、室(課)若し

くは事務所又は方面本部単位等において定める。 

訓練の主なものは次のとおりである。 

(ア) 方面本部単位等の地震防災応急対策訓練又は災害応急対策

訓練 

 

 

 

 

１３９ 

 

 

 

 

 

１４１ 

１４２ 

 

 

 

第４章 地震災害予防対策の推進 

計画の内容 

２４－２ 建築物等の耐震対策 

（追加） 

 

 

３～５ 略 

 

２４－１０ 生活の確保 

１ 食料及び生活必需品の確保 

 (３) 県 

 カ 緊急物資の集積所の選定及び運営管理等の検討 

 

 

第４章 地震災害予防対策の推進 

計画の内容 

２４－２ 建築物等の耐震対策 

３ 公共建築物の耐震性能の公表 

 県及び市町村は、所有する公共建築物について、耐震診断の実施

結果に基づいて耐震性能を把握するとともに、その公表に努める。 

４～６ 略 

 

２４－１０ 生活の確保 

１ 食料及び生活必需品の確保 

 (３) 県 

 カ 広域物資拠点の選定及び運営管理等の検討 
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静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 

ページ 現 行 修 正 案 

１４３ 

 

 

 

 

 

 

 

１４４ 

５ 清掃活動 

(１) 県が実施すべき事項 

 あらかじめ定める廃棄物の応急処理計画作成指針に基づき市町

村を指導する。 

(２) 市町村が実施すべき事項 

ア 被害想定に基づき発生する廃棄物の応急処理計画を定める。

 

 

２４－１１ がれき・残骸物の処理体制の整備 

 市町村は、災害時に発生するがれき・残骸物の処理体制の整備及

び仮集積場の確保に努めるものとし、県はその整備に協力する。 

 

 

 

 

 

 

５ 清掃活動 

(１) 県が実施すべき事項 

 あらかじめ定める「震災時し尿及び生活系ごみ処理対策マニュア

ル」に基づき市町村を指導する。 

(２) 市町村が実施すべき事項 

ア 被害想定に基づき、震災時廃棄物(し尿、ごみ)処理計画を定

める。 

 

２４－１１ がれき・残骸物の処理体制の整備 

１ 県が実施すべき事項 

 あらかじめ定める「静岡県がれき・残骸物処理マニュアル」に基

づき市町村を指導する。 

２ 市町村が実施すべき事項 

(１) 震災時廃棄物(がれき・残骸物)処理計画を定める。 

(２) 災害時に発生するがれき・残骸物の処理体制の整備及び仮集

積場の確保に努める。 
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静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 
 

ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

 

１５７ 

１５８ 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

 

第３章 地震防災緊急事業五箇年計画 

３３－３ 緊急輸送路の整備 

１ 道路の整備 

(２) 整備の水準 

 知事の指定する１次、２次、３次緊急輸送道路のうち、山間部に

おいて集落孤立の危険性が高い箇所について、法面崩壊対策を行

う。また、多数の避難生活者が予想される市街地、緊急輸送漁港に

関連する農道の整備を図る。 

 

第３編 地震防災施設緊急整備計画 

 

第３章 地震防災緊急事業五箇年計画 

３３－３ 緊急輸送路の整備 

１ 道路の整備 

(２) 整備の水準 

 知事の指定する１次、２次、３次緊急輸送道路のうち、地震によ

る被害が予想され、緊急に対策を必要とする箇所の改良を行う。ま

た、多数の避難生活者が予想される市街地、緊急輸送漁港に関連す

る農道の整備を図る。 
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静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 
 

ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

１６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６３ 

１６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編 地震防災応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

４１－１ 県 

【注意情報発表時】 

１ 防災体制の確保 

注意情報が発表されたときは、知事は、別に定める静岡県地震災

害警戒本部等運営要領(昭和 54 年 11 月 14 日施行)(以下「警戒本部

等運営要領」という。)に基づき、指定した参集先に職員を参集さ

せ、地震災害警戒本部及び支部の設置の準備並びに地震防災応急対

策の円滑な実施のための準備事務等に従事させる。 

 

２ 主な業務内容 

(６) 東海地震応急対策活動要領等に基づく広域的な応援の準備要

請及び受入れ準備 

 

【警戒宣言発令時】 

１ 県地震災害警戒本部 

(２) 組織及び所掌事務 

組織及び所掌事務は、「静岡県地震災害警戒本部条例(昭和 54 年

条例第30号)」及び警戒本部等運営要領の定めるところによるが、

その概要は次のとおりである。 

 

ア 組織 

警戒本部に、本部長、副本部長、本部員及び本部職員を置く。

また県行政センターごとに支部（以下この編において「支部」

という。）を置く。 

(ｱ) 本部長 

・本部長は、知事が当たる。 

・本部長は、警戒本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

(ｲ) 副本部長 

・副本部長は、副知事、出納長及び県警察本部長が当たる。

第４編 地震防災応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

４１－１ 県 

【注意情報発表時】 

１ 防災体制の確保 

注意情報が発表されたときは、知事は、別に定める静岡県地震災

害警戒本部等運営要領(昭和 54 年 11 月 14 日施行)(以下「地震災害

警戒本部等運営要領」という。)に基づき、指定した参集先に職員

を参集させ、地震災害警戒本部及び方面本部の設置の準備並びに地

震防災応急対策の円滑な実施のための準備事務等に従事させる。 

 

２ 主な業務内容 

(６) 「東海地震応急対策活動要領に基づく静岡県広域受援計画」

による応援の準備要請及び受入準備 

 

【警戒宣言発令時】 

１ 静岡県地震災害警戒本部 

(２) 組織及び所掌事務 

ア 地震災害警戒本部、地震災害警戒本部の方面本部(以下この

編で「方面本部」という。)の編制及び運営は、静岡県地震災害

警戒本部条例(昭和54年条例第30号)及び地震災害警戒本部等運

営要領の定めるところによる。 

（削除） 
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ページ 現 行 修 正 案 

１６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは

その代理をする。 

(ｳ) 総合司令室 

・総合司令室は、本部長、副本部長、総務部長、防災局長、

防災局技監、防災局次長（防災対策担当）、企画部長、健康

福祉部長、土木部長及び自衛隊幹部をもって構成する。 

・総合司令室は、本部長が主掌し、重要な地震防災応急対策

について協議する。 

・総合司令室に、総括班、対策班、情報班、広報班、支援班、

動員班及び管財班を置き、本部長並びに総合司令室の事務を

処理し、各部の対策の連絡調整を行う。 

(ｴ) 本部員会議等 

・本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成

する。 

・本部員会議は、地震防災応急対策について協議する。 

・本部長は、県の地震防災応急対策について協議するため、

部長会議を招集する。 

(ｵ) 支部への職員の派遣 

・本部長は、必要と認めたときは、地震防災応急対策の支援

業務に従事する職員を指揮監督し、支部に派遣することがで

きる。 

(ｶ) 支部 

・支部に、支部長、副支部長、その他の職員を置く。 

・支部長は、県行政センター所長をもって充てる。 

・支部長は、支部の事務を総括し、支部職員を指揮監督する。

(ｷ) 支部の総括班 

・支部に総括班を置き、支部長の事務を処理し、各班の対策

の連絡調整を行う。 

(ｸ) 支部会議 

・支部長は、支部の地震防災応急対策について協議するため、

必要に応じて支部会議を招集する。 

(ｹ) 市町村への職員の派遣 

・支部長は、必要があると認められるときは、職員を市町村

へ派遣することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 



静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 
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１６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６５ 

 

 

 

 

 

１６５ 

 

 

 

イ 所掌事務 

警戒本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。 

なお、支部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、支部

において処理する。 

 

(キ) 東海地震応急対策活動要領等に基づく広域的な応援の受入

れ準備 

 

（削除） 

 

 

 

 

２ 職員動員(配備)

(１) 総合司令室の構成員は、警戒宣言発令時には、直ちに総合司

令室において防災業務につく。 

(２) 警戒本部の各部(局、所)長､各支部長､各班長は、警戒宣言発

令時には直ちに所定の場所において防災業務につく。 

(３) 総合司令室付職員及び支部総括班員並びに各部各班及び各班

の職員のうち地震防災応急対策に従事する班及び分掌事務があら

かじめ定められた職員(以下「第１次地震防災応急対策要員」とい

う。)は、警戒宣言発令時には、直ちに所定の場所において防災業

務につく。ただし、出張中等にあって、上記によることが困難な場

合には、所属長に連絡し、指示を受ける。 

(４) 第１次地震防災応急対策要員以外の各部各班及び支部各班の

職員(以下「第２次地震防災応急対策要員」という。)は、警戒本部

等運営要領に基づき指定された参集先に参集し、地震防災応急対策

に当たる。ただし、出張中等にあって、上記によることが困難な場

合には、所属長に連絡し、指示を受ける。

 

３ 緊急消防援助隊の受入れの準備 

 災害が発生し、他都道府県から緊急消防援助隊を受け入れること

になった場合に備え、消防庁及び代表消防機関との連携体制を確保

し、受入体制を確保するように努めるものとする。 

イ 地震災害警戒本部が所掌する事務の主なものは次のとおり

である。 

なお、方面本部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務

は、方面本部において対処する。 

 

(キ) 「東海地震応急対策活動要領に基づく静岡県広域受援計画」

による応援の受入準備及び調整 

 

(３) 国の現地警戒本部との連携 

国の地震災害警戒本部が設置され、現地警戒本部が置かれた場

合は、静岡県地震災害警戒本部は、当該現地警戒本部との連携を

図り、適切な地震防災応急対策を実施する。 

 

２ 職員動員及び配備 

(１) 職員の動員及び配備は、地震災害警戒本部等運営要領及び地

震防災応急(災害)対策要員指名要領の定めるところによる。 

(２) 本部長、副本部長及び本部員並びに総括部各班員及び各部各

班員のうち初動態勢を確保するために必要な要員は、直ちに地震

災害警戒本部の業務に就く。 

(３) 方面本部長、副方面本部長及び方面本部員並びに方面本部総

括班員、方面本部支援班員及び被害情報等を収集するために市町

村に派遣する要員並びに方面本部各班員のうち初動態勢を確保

するために必要な要員は、直ちに方面本部の業務に就く。 

(４) それ以外の要員は、その他の要員として、あらかじめ指定さ

れた業務に就く。 

 

 

 

 

 

(削除) 
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１６５ 

 

 

 

 

 

１６５ 

 

１６６ 

 

 

 

 

 

１６６ 

１６７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６８ 

 

 

 

 

 

４１－２ 市町村 

【注意情報発表時】 

２ 応急対策の内容 

（追加） 

 

(３)～(11) 略 

 

【警戒宣言発令時】 

２ 所掌事務 

(１) 市町村警戒本部は、概ね次の事項を実施する。 

（追加） 

 

ク～コ 略 

 

４１－３ 防災関係機関 

【警戒宣言発令時】 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

国立病院、国立療養所の救護班の編成及び出動の準備 

 

 

 

(13) 第三管区海上保安本部 略 

(14) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 

ア 県知事に対する地震予知情報の通報 

イ 地震予知情報等の照会に対する応答と解説 

以下略 

 

２ 指定公共機関 

（追加） 

 

 

(１) 日本郵政公社東海支社 略 

(２) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

４１－２ 市町村 

【注意情報発表時】 

２ 応急対策の内容 

(３) 東海地震応急対策活動要領に基づく応援部隊の活動拠点の開

錠等開設の準備 

(４)～(12) 略 

 

【警戒宣言発令時】 

２ 所掌事務 

(１) 市町村警戒本部は、概ね次の事項を実施する。 

ク 活動拠点の施設管理者に対する開錠等の依頼及び自衛隊の

先遣部隊の受入 

ケ～サ 略 

 

４１－３ 防災関係機関 

【警戒宣言発令時】 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

ア 情報収集、連絡調整 

イ 関係職員の派遣準備 

ウ 関係機関との連絡調整 

 

(13) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 

ア 県知事に対する東海地震予知情報の通報 

イ 東海地震予知情報等の照会に対する応答と解説 

以下略 

(14) 第三管区海上保安本部 略 

 

２ 指定公共機関 

(１) 独立行政法人国立病院機構 

所管する病院における医療救護班の派遣による医療救護の準

備 

(２) 独立行政法人水資源機構 略 

(３) 日本郵政公社東海支社 略 
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１６８ 

鉄道株式会社 略 

(３) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 略 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社静岡県支部 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 独立行政法人水資源機構 略 

(９) 電源開発株式会社 略 

(10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) ＫＤＤＩ株式会社 略 

 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社静岡県支部 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社 略 

(９) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 略 

(10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) 電源開発株式会社 略 

(13) ＫＤＤＩ株式会社 略 

 

 

 

 

１７０ 

 

 

 

 

 

 

 

１７０ 

 

 

 

 

 

 

１７０ 

 

 

第２章 情報活動 

計画の内容 

４２－１ 県 

２ 地震防災活動に関する情報の収集等及び伝達 

注意情報発表時に実施する応急対策及び地震防災応急対策を迅

速かつ効果的に実施するため収集及び伝達すべき情報について、そ

の種類、優先順位、取扱い部局等を「情報広報実施要領」に定める。

以下略 

 

 

 

３ 国の地震災害警戒本部等に対する報告 

注意情報発表時から注意情報が解除されるまで又は警戒宣言が

発令されるまでの間及び警戒宣言が発令されてから警戒宣言が解

除されるまで又は東海地震が発生するまでの間において、県警戒本

部等から無線電話等により、次の事項について、その状況を遂次報

告する。 

 

４ 防災関係機関の有機的連携の推進 

(２) 県、市町村間の情報連絡の基本ルート及び情報活動の緊密化

情報の収集及び伝達は、警戒本部等と支部、支部と市町村警戒本

第２章 情報活動 

計画の内容 

４２－１ 県 

２ 地震防災活動に関する情報の収集等及び伝達 

注意情報発表時に実施する応急対策及び地震防災応急対策を迅

速かつ効果的に実施するための情報収集及び伝達は県防災行政無

線等によって行う。 

収集及び伝達すべき情報の種類、優先順位、取扱い部局等につい

ては「情報広報実施要領」に定める。 

以下略 

 

３ 国の現地警戒本部等に対する報告 

注意情報発表時から注意情報が解除されるまで又は警戒宣言が

発令されるまでの間及び警戒宣言が発令されてから警戒宣言が解

除されるまで又は東海地震が発生するまでの間において、県警戒本

部等から次の事項について、その状況を遂次報告する。 

 

 

４ 防災関係機関の有機的連携の推進 

(２) 県、市町村間の情報連絡の基本ルート及び情報活動の緊密化 

情報の収集及び伝達は、警戒本部等と方面本部、方面本部と市町
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１７０ 

 

 

 

 

 

 

 

１７１ 

部等各相互間のルートを基本として、警察署及び関係機関との緊

密な連携のもとに行う。 

注意情報が発表された時及び警戒宣言が発令された時は、情報

活動の緊密化のため、警察署は支部及び市町村警戒本部等に警察

官を派遣するものとし、支部も必要に応じて職員を市町村警戒本

部等へ派遣する。 

 

４２－２ 市町村 

３ 県警戒本部等に対する報告 

注意情報発表時から注意情報が解除されるまで又は警戒宣言が

発令されてから東海地震が発生するまで若しくは警戒宣言が解除

されるまでの間において、県警戒本部等への報告は、支部を通じて

「情報広報実施要領」に定める項目について、すみやかに行うもの

とする。 

以下略 

 

村警戒本部等各相互間のルートを基本として、警察署及び関係機

関との緊密な連携のもとに行う。 

注意情報が発表された時及び警戒宣言が発令された時は、情報

活動の緊密化のため、警察署は方面本部及び市町村警戒本部等に

警察官を派遣するものとし、方面本部も必要に応じて職員を市町

村警戒本部等へ派遣する。 

 

４２－２ 市町村 

３ 県警戒本部等に対する報告 

注意情報発表時から注意情報が解除されるまで又は警戒宣言が

発令されてから東海地震が発生するまで若しくは警戒宣言が解除

されるまでの間において、県警戒本部等への報告は、方面本部を通

じて「情報広報実施要領」に定める項目について、速やかに行うも

のとする。 

以下略 

 

 

 

 

１７２ 

第３章 広報活動 

計画の内容 

４３－１ 県 

２ 広報実施方法 

ウ その他の広報媒体 

(イ) その他の媒体 

 同時通報用無線、有線放送 （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 広報活動 

計画の内容 

４３－１ 県 

２ 広報実施方法 

ウ その他の広報媒体 

(イ) その他の媒体 

 同時通報用無線、有線放送、道路情報提供装置 
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１７４ 

 

 

 

 

１７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７５ 

 

 

 

１７５ 

第５章 緊急輸送活動 

計画の内容 

４５－１ 県 

１ 緊急輸送対象の基本方針 

(３) 警戒宣言発令後相当期間が経過し、県内における食料、その

他の物資に不足が生じた場合には、必要に応じ国の地震災害警戒

本部と協議し、緊急輸送を行う。 

 

３ 輸送体制の確立 

(１) 輸送の方法 

ア 陸上輸送 

１次、２次、３次の緊急輸送道路により必要な輸送を行う。 

（追加） 

 

ウ 航空輸送 

県及び県警察のヘリコプターによるほか、国の地震災害警戒本

部長に対し、航空輸送のための自衛隊の地震防災派遣を要請する

ものとする。この場合、あらかじめ指定したヘリポートを活用す

る。 

(２) 輸送手段の確保 

ア 県有車両の活用 

イ 民間車両の借上げ 

ウ 国に対する自衛隊の地震防災派遣要請の依頼 

 

４５－２ 市町村及び防災関係機関 

１ 市町村 

(２) 市町村は、自衛隊の支援による緊急輸送が特に必要であると

きは、県に対し、必要な措置を要請するものとする。 

 

４５－３ 中部運輸局 

中部運輸局は、緊急輸送の要請を受けた場合には、静岡運輸支局

を通じて関係協会及び当該地域事業者と迅速な連絡をとり、緊急輸

送に使用しうる自動車並びに船舶の出動可能台数の確認を行い、速

やかに出動できるように体制を整えることとする。 

第５章 緊急輸送活動 

計画の内容 

４５－１ 県 

１ 緊急輸送対象の基本方針 

 (３) 警戒宣言発令後相当期間が経過し、県内における食料、その

他の物資に不足が生じた場合には、必要に応じ国の現地警戒本部

と協議し、緊急輸送を行う。 

 

３輸送体制の確立 

(１) 輸送の方法 

ア 陸上輸送 

１次、２次、３次の緊急輸送道路により必要な輸送を行う。 

また、国等からの応援活動を円滑に実施するため、県境等に警

戒本部総括部対策班交通誘導係の要員を派遣する。 

ウ 航空輸送 

県及び県警察のヘリコプターによるほか、国の現地警戒本部又

は関係省庁に対し、航空輸送を要請するものとする。この場合、

あらかじめ指定したヘリポートを活用する。 

 

(２) 輸送手段の確保 

ア 県有車両等の活用 

イ 民間車両等の借上げ 

ウ 輸送手段確保のための国への協力要請 

 

４５－２ 市町村及び防災関係機関 

１ 市町村 

(２) 市町村は、自衛隊の支援による緊急輸送が特に必要であると

きは、県に対し、必要な措置を要求するものとする。 

 

４５－３ 中部運輸局 

中部運輸局は、静岡運輸支局を通じて関係協会及び当該地域事業者

と迅速な連絡をとり、緊急輸送に使用しうる自動車並びに船舶の

出動可能数の確認を行う。 
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ページ 現 行 修 正 案 

 

１７５ 

 

 

 

 

 

１７６ 

 

 

 

 

 

１７６ 

 

 

 

 

 

１７６ 

第６章 自衛隊の支援 

計画作成の主旨 

警戒宣言が発せらせた場合、知事は、地震防災応急対策を迅速か

つ的確に実施するため必要があると認めるときは、国に対して自衛

隊の地震防災派遣を要請するものとする。 

 

計画の内容 

１ 国に対する要請 

知事は、国に対し、派遣を要請する事由、派遣を希望する期間、

派遣を希望する区域及びその他参考となるべき事項を示して、自衛

隊の派遣を要請するものとする。なお、依頼する業務は次のとおり

である。 

 

２ 自衛隊との連絡調整 

(１) 県は、各種情報を的確に把握するため、陸上自衛隊東部方面

総監部と情報交換を行う。 

(２) 県は、自衛隊の地震防災派遣が実施される場合、支援活動の

細部に関し、関係部隊等と連絡調整するものとする。 

 

３  地震防災派遣部隊の受入れ 

(１) 県は、自衛隊が派遣された場合の業務が円滑に行われるよう、

必要な受入体制をとる。 

(２) 支部は、管内の市町村へ自衛隊が派遣された場合の業務が円

滑に行われるよう、警戒本部及び市町村警戒本部との連絡調整を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章自衛隊の支援 

計画作成の主旨 

警戒宣言が発せらせた場合、知事は、地震防災応急対策を迅速か

つ的確に実施するため必要があると認めるときは、国の現地警戒本

部又は防衛庁に対して自衛隊の派遣を要請するものとする。 

 

計画の内容 

１ 国の現地警戒本部等に対する要請 

知事は、国の現地警戒本部又は防衛庁に対し、派遣を要請する事

由、派遣を希望する期間、派遣を希望する区域及びその他参考とな

るべき事項を示して、自衛隊の派遣を要請するものとする。なお、

依頼する業務は次のとおりである。 

 

２ 自衛隊との連絡調整 

(１) 警戒本部は、各種情報を的確に把握するため、陸上自衛隊東

部方面総監部と情報交換を行う。 

(２) 警戒本部は、自衛隊の地震防災派遣が実施される場合、支援

活動の細部に関し、関係部隊等と連絡調整するものとする。 

 

３  地震防災派遣部隊の受入 

警戒本部は、自衛隊が派遣された場合の業務が円滑に行われるよ

う、必要な受入体制をとる。また、市町村へ自衛隊が派遣された場

合の業務が円滑に行われるよう、市町村警戒本部との連絡調整を行

う。 
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ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

１７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７８ 

第７章 避難活動 

計画の内容 

４７－１ 避難対策 

３ 警戒区域の設定 

(１) 警戒区域設定対象地域 

市町村は、警戒宣言が発令された場合に、避難対象地区のうち、

｢大規模地震対策特別措置法｣(以下この編で「法」という。)第 26

条において準用する「災害対策基本法」第６３条の規定に基づく

警戒区域として設定すべき地域をあらかじめ選定し、２の(３)に

準じて周知を図る。 

 

４７－２ 避難地の設置及び避難生活 

２ 避難地の設置及び避難生活 

(４) 避難地の運営 

ウ 避難地の運営に当たっては、災害時要援護者に配慮するもの

とする。 

 

第７章 避難活動 

計画の内容 

４７－１ 避難対策 

３ 警戒区域の設定 

(１) 警戒区域設定対象地域 

市町村は、警戒宣言が発令された場合に、避難対象地区のうち、

大規模地震対策特別措置法第 26 条において準用する災害対策基

本法第 63 条の規定に基づく警戒区域として設定すべき地域をあ

らかじめ選定し、２の(３)に準じて周知を図る。 

 

 

４７－２ 避難地の設置及び避難生活 

２ 避難地の設置及び避難生活 

(４) 避難地の運営 

ウ 避難地の運営に当たっては、災害時要援護者及びプライバシ

ーに配慮するものとする。 

 

 

 

 

１８０ 

 

 

 

 

 

 

 

１８１ 

 

 

 

 

 

第９章 交通の確保活動 

計画の内容 

４９－１ 陸上交通の確保対策 

３ 交通規制計画 

(１) 県内への一般車両の流入制限 

隣接県境の主要道路においては県内へ流入する車両(軽車両を

除く。)のうち､法第 24 条に規定する緊急輸送に従事する車両(以

下この編において「緊急輸送車両」という。)以外の車両を極力

制限する。 

以下略 

 

４ 緊急輸送車両の確認等 

緊急輸送車両の確認は、法第 21 条に掲げる地震防災応急対策に

従事するものと認められる車両について行うものとする。確認手続

きの効率化・簡略化を図り、緊急輸送の需要をあらかじめ把握する

ため、緊急輸送車両については、事前に必要事項の届出をすること

ができる。これらの届出等及び確認の手続きについては、別に定め

第９章 交通の確保活動 

計画の内容 

４９－１ 陸上交通の確保対策 

３ 交通規制計画 

(１) 県内への一般車両の流入制限 

隣接県境の主要道路においては県内へ流入する車両(軽車両を

除く。)のうち､大規模地震対策特別措置法第 24 条に規定する緊

急輸送に従事する車両(以下この編において「緊急輸送車両」と

いう。)以外の車両を極力制限する。 

以下略 

 

４ 緊急輸送車両の確認等 

緊急輸送車両の確認は、大規模地震対策特別措置法第 21 条に掲

げる地震防災応急対策に従事するものと認められる車両について

行うものとする。確認手続きの効率化・簡略化を図り、緊急輸送の

需要をあらかじめ把握するため、緊急輸送車両については、事前に

必要事項の届出をすることができる。これらの届出等及び確認の手
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ページ 現 行 修 正 案 

１８１ る。 

 

続きについては、別に定める。 

 

 

 

 

１８１ 

 

 

 

 

１８２ 

 

 

 

１８２ 

 

 

 

 

１８２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 章 地域への救援活動 

計画の内容 

【注意情報発表時】 

２ 必要に応じて、緊急物資の供給協定を締結した物資保有者の在

庫状況を確認する。 

３ 緊急物資の流通在庫の著しい減少が生じた場合又はそのおそ

れが生じた場合は、市町村は県に対して、また、県は国に対して

それぞれ調達又はその準備的措置を要請する。 

４ 必要に応じて、緊急物資集積所等の開設準備を実施する。 

５～６ 略 

（追加） 

 

７ 県民は、備蓄食糧・生活必需品、非常持出品の点検・確認及び

飲料水・生活用水の貯水に努める。 

 

【警戒宣言発令時】  

４１０－１ 食料及び日用品の確保 

２ 警戒宣言発令時に県、市町村及び防災関係機関等がとる措置 

(１) 県 

ア 市町村長の要請に応じ、市町村域外からの緊急物資の調達及

びあっせんを行う。この場合の調達先は、原則として県と緊急

物資の供給協定を締結した物資保有者とする。 

 

ウ 流通在庫の減少の著しい緊急物資については、国に対し調達

又はその準備措置を要請する。 

 

エ 緊急物資の円滑な流通のため、適切な広報を行うとともに、

必要により物資の保有者等に対し、収用命令や保管命令を発す

る。 

 

オ 緊急物資集積所の開設準備を行う。 

 

第 10 章 地域への救援活動 

計画の内容 

【注意情報発表時】 

２ 緊急物資の供給協定を締結した物資保有者の在庫状況を確認

する。 

（削除） 

 

 

（削除） 

３～４ 略 

５ 県及び市町村は、広域搬送拠点の立上の準備等、広域搬送活動

を円滑に実施するための準備的措置を実施する。 

６ 県民は、備蓄食料・飲料水・生活必需品、非常持出品の点検・

確認及び生活用水の貯水に努める。 

 

【警戒宣言発令時】  

４１０－１ 食料及び日用品の確保 

２ 警戒宣言発令時に県、市町村及び防災関係機関等がとる措置 

(１) 県 

ア 市町村長の要請に応じ、当該市町村域外からの緊急物資の調

達及びあっせんを行う。この場合の調達先は、県と緊急物資の

供給協定を締結した県内の物資保有者とする。 

 

ウ 必要量の調達が困難と想定される緊急物資については、国に

対し調達を要請する。 

 

エ 緊急物資の円滑な流通のため、適切な広報を行うとともに、

必要により物資の保有者等に対し、保管命令を発する。 

 

 

オ 広域物資拠点の開設のための準備を行い、必要に応じて、開

設する。 
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１８２ 

 

 

 

１８２ 

 

 

 

 

１８３ 

 

 

 

 

 

 

１８３ 

 

 

 

１８３ 

 

 

 

１８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 市町村 

エ 緊急物資集積所の開設準備を行う。 

 

 

３ 警戒宣言発令時に調達が必要となる緊急物資 

警戒宣言発令時に必要な緊急物資については、県民がそれぞれ確

保することを原則とするが、警戒宣言の発令期間が長期化した場

合、県及び市町村は、別に定める量の調達を行うものとする。 

 

４１０－２ 飲料水の確保 

県、市町村及び県民は地震発生後における飲料水を確保するた

め、次の事項を実施する。 

１ 県 

(１) 県民に対して貯水の励行を呼びかける。 

 

 

２ 市町村 

(１) 住民に対して貯水の励行を呼びかける。 

 

 

３ 県民 

(１) 飲料水及び生活用水を可能な範囲で貯水する。 

 

 

４１０－３ 医療救護、保健衛生活動及び廃棄物処理の準備 

県、市町村及び県民は、救急患者に対する医療救護及び地震発生

後における医療救護の準備並びに廃棄物処理、防疫等の保健衛生の

ため次の活動を行う。 

１ 医療救護活動 

(１) 県 

（追加） 

ウ 国に対して医療救護の応援の準備を要請する。 

エ 略 

 

(２) 市町村 

エ 緊急物資集積所の開設のための準備を行い、必要に応じて、

開設する。 

 

３ 警戒宣言発令時に調達が必要となる緊急物資 

警戒宣言発令時に必要な緊急物資については、県民がそれぞれ確

保することを原則とするが、警戒宣言の発令期間が長期化し、緊急

物資が不足する場合、市町村は、緊急物資の調達を要請する。 

 

４１０－２ 飲料水等の確保 

県、市町村及び県民は地震発生後における飲料水等を確保するた

め、次の事項を実施する。 

１ 県 

(１) 県民に対して備蓄している飲料水の点検・確認及び生活用水

の貯水を呼びかける。 

 

２ 市町村 

(１) 住民に対して備蓄している飲料水の点検・確認及び生活用水

の貯水を呼びかける。 

 

３ 県民 

(１) 備蓄している飲料水を点検・確認し、生活用水を可能な範囲

で貯水する。 

 

４１０－３ 医療救護、防疫・保健衛生活動及び廃棄物処理 

 県、市町村及び県民は、救急患者の医療救護及び地震発生後の医

療救護活動の準備並びに防疫・保健衛生及び廃棄物処理のため、次

の活動を行う。 

１ 医療救護活動 

(１) 県 

ウ 広域搬送拠点の立上を準備する。 

エ 国等に対して医療救護の応援の準備を要請する。 

オ 略 
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ページ 現 行 修 正 案 

１８３ (２) 市町村 

（追加） 

 

エ～オ 略 

 

(２) 市町村 

エ 広域搬送活動のための患者搬送用ヘリポート及び患者搬送

用車両を準備する。 

オ～カ 略 

 

 

 

 

 

１８５ 

 

 

 

 

 

１８６ 

第 11 章 県有施設設備の防災措置 

計画の内容 

２ 公共施設等 

【注意情報発表時】 

(７) 災害応急対策上重要な庁舎 

本部(本庁)及び支部(総合庁舎)について、非常用発電装置の確

認、落下倒壊防止措置、食料及び燃料の準備、飲料水の緊急貯水

等の措置を行う。 

 

【警戒宣言発令時】 

(７) 災害応急対策上重要な庁舎 

本部(本庁)及び支部(総合庁舎)について、非常用発電装置の確

認、落下倒壊防止措置、食料及び燃料の準備、飲料水の緊急備蓄

等の措置を行う。 

 

第 11 章 県有施設設備の防災措置 

計画の内容 

２ 公共施設等 

【注意情報発表時】 

(７) 本庁、総合庁舎及びその他災害応急対策上必要な庁舎 

本庁、総合庁舎及びその他災害応急対策上必要な庁舎につい

て、非常用発電装置の確認、落下倒壊防止措置、食料及び燃料の

準備、飲料水の緊急貯水等の措置を行う。 

 

【警戒宣言発令時】 

(７) 本庁、総合庁舎及びその他災害応急対策上重要な庁舎 

本庁、総合庁舎及びその他災害応急対策上必要な庁舎につい

て、非常用発電装置の確認、落下倒壊防止措置、食料及び燃料の

準備、飲料水の緊急備蓄等の措置を行う。 

 

 

 

 

１８８ 

 

 

 

 

 

 

第 12 章 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置 

計画の内容 

【警戒宣言発令時】 

４ 通信(西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式

会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海) 

(１) あらかじめ指定された防災関係機関の非常・緊急通信を優先

して接続する。このため、必要に応じ一般通話を制限するが、こ

の場合においても、西日本電信電話株式会社及び東日本電信電話

株式会社の緑色、オレンジ色及びグレーの公衆電話からの通話は

確保する。また、災害用伝言ダイヤル１７１又はｉモード災害用

伝言板の開設等、安否確認等に必要な措置を実施する。 

 

第 12 章 防災関係機関等の講ずる生活及び安全確保等の措置 

計画の内容 

【警戒宣言発令時】 

４ 通信(西日本電信電話株式会社､東日本電信電話株式会社､株式

会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海) 

(１) あらかじめ指定された防災関係機関の非常・緊急通信を優先

して接続する。このため、必要に応じ一般通話を制限するが、こ

の場合においても、西日本電信電話株式会社及び東日本電信電話

株式会社の緑色、オレンジ色及びグレーの公衆電話からの通話は

確保する。また、災害用伝言ダイヤル１７１及びｉモード災害用

伝言板の開設等、安否確認等に必要な措置を実施する。 
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１９７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５編 災害応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

５１－１ 県 

１ 災害対策本部 

(２) 組織及び所掌事務 

ア 災害対策本部、災害対策本部の支部(以下この編で「支部」

という。)及び現地災害対策本部(以下この編で「現地本部」と

いう。)の編制及び運営は、静岡県災害対策本部条例(昭和 37

年条例第 43 号、参考資料４)及び静岡県災害対策本部運営要領

(昭和 37 年 12 月 14 日施行、参考資料５)の定めるところによ

る。 

イ 災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりであ

る。 

なお、支部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、支

部において対処する。 

以下略 

 

(ケ) 国その他の防災関係機関に対する災害応急対策の実施又は

支援の要請 

（追加） 

 

(コ)～(サ) 略 

 

ウ 国の非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置され、国

の現地対策本部がおかれた場合は、静岡県災害対策本部は、当該

現地対策本部との連携を図り、適切な災害応急対策の実施に努め

るものとする。

 

 

 

 

 

第５編 災害応急対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

５１－１ 県 

１ 災害対策本部 

(２) 組織及び所掌事務 

ア 災害対策本部、災害対策本部の方面本部(以下この編で「方

面本部」という。)及び現地災害対策本部(以下この編で「現地

本部」という。)の編制及び運営は、静岡県災害対策本部条例(昭

和37年条例第43号)及び静岡県災害対策本部運営要領(昭和37

年 12 月 14 日施行)(以下「災害対策本部運営要領」という。)の

定めるところによる。 

イ 災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりであ

る。 

なお、方面本部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務

は、方面本部において対処する。 

以下略 

 

(ケ) 国その他の防災関係機関に対する災害応急対策の実施又は

支援の要請並びに支援の受入調整 

(コ) 「東海地震応急対策活動要領に基づく静岡県広域受援計画」

による応援の受入及び調整 

(サ)～(シ) 略 

 

(３) 国の現地対策本部との連携 

国の非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置され、非常災

害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部が置かれた場合は、静

岡県災害対策本部は、当該現地対策本部との連携を図り、適切な

災害応急対策の実施に努めるものとする。 
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１９７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員動員(配備)

(１) 総合司令室の構成員及びその他の職員の動員については、静

岡県災害対策本部運営要領に定める震度階の基準によるものとす

る。

(２) 総合司令室の構成員は、災害対策本部が設置されたときは直

ちに総合司令室において災害応急対策に当たる。 

 

(３) 災害対策本部の各部長、支部長及び災害対策本部及び支部の

各班長は、災害対策本部が設置されたとき、直ちに所定の場所にお

いて災害応急対策に当たる。 

 

(４) 本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると認め

たときは、災害対策の支援業務に従事する職員を指揮監督し、必要

に応じ支部に派遣することができる。 

(５) 総合司令室付職員及び支部総括班員並びに各部各班及び支部

各班の職員のうち災害対策に従事する班及び分掌事務があらかじ

め定められた職員(以下｢第１次災害対策要員｣という。)は、災害対

策本部が設置されたときは、直ちに所定の場所において防災業務に

つく。ただし、出張中等にあって､上記によることが困難な場合は､

所属長に連絡し、指示を受ける。 

(６) 第１次災害対策要員以外の各部各班及び支部各班の職員(以下

「第２次災害対策要員」という。)は、災害対策本部が設置された

とき、別に定める静岡県災害対策本部運営要領に定められた事務所

等に登庁し、登庁した事務所等を管轄する支部長の指揮の下に災害

応急対策に当たる。ただし、出張中等にあって、上記によることが

困難な場合は、所属長に連絡し、指示を受ける。 

(７) 動員班長は、地震発生後できるだけ速やかに職員の配備状況

を把握するものとする。 

 

 

 

 

 

 

２ 職員動員及び配備 

(１) 職員の動員及び配備は、災害対策本部運営要領及び地震防災

応急（災害）対策要員指名要領の定めるところによる。

 

(２) 本部長、副本部長及び本部員並びに総括部各班員及び各部各

班員のうち初動態勢を確保するために必要な要員は、直ちに災害

対策本部の業務に就く。 

(３) 方面本部長、副方面本部長及び方面本部員並びに方面本部総

括班員、方面本部支援班員及び被害情報等を収集するために市町

村に派遣する要員並びに方面本部各班員のうち初動態勢を確保

するために必要な要員は、直ちに方面本部の業務に就く。 

(４) それ以外の要員は、その他の要員として、あらかじめ指定さ

れた業務に就く。 
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１９８ 

 

 

 

 

 

 

１９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００ 

 

 

 

 

２００ 

 

 

 

５１－２ 市町村 

３ 市町村災害対策本部の所掌事務 

(１) 市町村災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとお

りである。 

（追加） 

エ～シ 略 

 

５１－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

 国立病院、国立療養所の災害応急対策及び救護班の派遣 

 

 

 

(９) 経済産業省関東経済産業局 

ウ 危険物等の保安の確保

(10) 経済産業省中部経済産業局 

電気、ガスの保全に関すること。 

(11) 関東東北鉱山保安監督部関東支部

ア 鉱山における災害の防止に関する措置

 

イ 鉱山における災害応急対策に関する措置

（追加） 

 

(12)～(15) 略 

(16) 第三管区海上保安本部 略 

(17) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 

ア 津波警報，注意報の通知、津波情報、地震情報(地震予知情

報を含む。)等の発表又は通報並びに解説 

 

２ 指定公共機関 

（追加） 

 

 

５１－２ 市町村 

３ 市町村災害対策本部の所掌事務 

(１) 市町村災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとお

りである。 

エ 東海地震応急対策活動要領に基づく応援部隊等の受入 

オ～ス 略 

 

５１－３ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

ア 災害状況の情報収集、連絡調整 

イ 関係職員の派遣 

ウ 関係機関との連絡調整 

 

(９) 経済産業省関東経済産業局 

(削除) 

(10) 経済産業省中部経済産業局 

電気、ガスの復旧に関すること。 

(11) 関東東北産業保安監督部 

ア 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガスなど危険物等

の保安確保 

イ 鉱山に関する災害時の応急対策と保安確保

(12) 中部近畿産業保安監督部 

電気、ガスの保安に関すること。 

(13)～(16) 略 

(17) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 

ア 津波警報及び津波注意報の通知、津波情報、地震情報(東海

地震予知情報を含む。)等の発表又は通報並びに解説 

(18) 第三管区海上保安本部 略 

 

２ 指定公共機関 

(１) 独立行政法人国立病院機構 

ア 所管する病院における医療救護班の派遣による医療救護の

実施 
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２００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１ 

 

 

 

 

(１) 日本郵政公社東海支社 略 

(２) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社 略 

(３) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 

ウ 災害用伝言ダイヤルサービス又はｉモード災害用伝言板サ

ービスの提供 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社静岡県支部 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 独立行政法人水資源機構 略 

(９) 電源開発株式会社 略 

(10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) ＫＤＤＩ株式会社 略 

 

イ 所管する病院における可能な範囲での患者の受入れ及び治

療 

ウ ア、イの活動について、必要と認める場合、東海北陸ブロッ

ク事務所での医療救護班の活動支援 

(２) 独立行政法人水資源機構 略 

(３) 日本郵政公社東海支社 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社静岡県支部 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社 略 

(９) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 

ウ 災害用伝言ダイヤルサービス及びｉモード災害用伝言板サ

ービスの提供 

(10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) 電源開発株式会社 略 

(13) ＫＤＤＩ株式会社 略 

 

 

 

 

２０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 情報活動 

計画の内容 

５２－１ 基本方針 

１ 県、市町村間の情報活動の緊密化 

(１) 情報の収集及び伝達は、災害対策本部と支部、支部と市町村

災害対策本部各相互のルートを基本として警察署及び防災関係

機関と緊密な連携のもとに行う。 

(２) 情報活動の緊密化のため警察署は、支部及び市町村災害対策

本部に警察官を派遣するものとし、支部も市町村災害対策本部に

職員を派遣する。 

 

 

 

第２章 情報活動 

計画の内容 

５２－１ 基本方針 

１ 県、市町村間の情報活動の緊密化 

(１) 情報の収集及び伝達は、災害対策本部と方面本部、方面本部

と市町村災害対策本部各相互のルートを基本として警察署及び

防災関係機関と緊密な連携のもとに行う。 

(２) 情報活動の緊密化のため警察署は、方面本部及び市町村災害

対策本部に警察官を派遣するものとし、方面本部も市町村災害対

策本部に職員を派遣する。 

 

 

 

45 



静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 

ページ 現 行 修 正 案 

 

２０３ 

 

 

 

２０４ 

 

 

 

 

 

２０４ 

２０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０５ 

５２－３ 情報の収集 

１ 県 

(１) 震度情報の収集 

県庁、県行政センター及び市町村に設置した計測震度計によ

り、震度情報の収集を行う。 

(３) 職員派遣による収集 

ア 支部は大規模地震発生後、直ちに職員を市町村に派遣し、市

町村より被害状況及び災害応急対策実施状況等の情報を収集

する。 

 

５２－５ 報告及び要請事項の処理 

１ 国及び防災関係機関に対する報告及び要請 

(２) 「災害対策基本法」第 53 条第２項の規定に基づき、県が内閣

総理大臣に被害状況等を報告すべき災害は、次のとおりである。 

消防庁宿直室 

（追加） 

 

 

 

 電話 03-5253-7777 

 FAX 03-5253-7553 

 

２ 災害対策本部に対する報告及び要請 

(１) 市町村災害対策本部は、「情報広報実施要領」に定める情報事

項について速やかに災害対策本部に対し報告し、又は要請を行うも

のとする。 

消防庁宿直室 

（追加） 

 

 

 

 電話 03-5253-7777 

 FAX 03-5253-7553 

 

５２－３ 情報の収集 

１ 県 

(１) 震度情報の収集 

本庁、総合庁舎、水産試験場富士養鱒場及び市町村に設置した

計測震度計により、震度情報の収集を行う。 

(３) 職員派遣による収集 

ア 方面本部は大規模地震発生後、直ちに職員を市町村に派遣

し、市町村より被害状況及び災害応急対策実施状況等の情報を

収集する。 

 

５２－５ 報告及び要請事項の処理 

１ 国及び防災関係機関に対する報告及び要請 

(２) 「災害対策基本法」第 53 条第２項の規定に基づき、県が内閣

総理大臣に被害状況等を報告すべき災害は、次のとおりである。 

消防庁震災等応急室 

平日（9:30～17:45） 

 電話 03-5253-7527 

 FAX 03-5253-7537 

上記以外 

 電話 03-5253-7777 

 FAX 03-5253-7553 

 

２ 災害対策本部に対する報告及び要請 

(１) 市町村災害対策本部は、「情報広報実施要領」に定める情報事

項について速やかに災害対策本部に対し報告し、又は要請を行うも

のとする。 

消防庁震災等応急室 

平日（9:30～17:45） 

 電話 03-5253-7527 

 FAX 03-5253-7537 

上記以外 

 電話 03-5253-7777 

 FAX 03-5253-7553 
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２０６ 

第３章 広報活動 

計画の内容 

５３－１ 県 

２広報実施方法 

(１) 災害対策本部の広報及び情報の発表は、報道機関の協力を得

て、次の広報媒体により一元的に行う。 

イ 視聴覚媒体 

(ウ) 同時通報用無線、有線放送 （追加） 

 

第３章 広報活動 

計画の内容 

５３－１ 県 

２広報実施方法 

(１) 災害対策本部の広報及び情報の発表は、報道機関の協力を得

て、次の広報媒体により一元的に行う。 

イ 視聴覚媒体 

(ウ) 同時通報用無線、有線放送、道路情報提供装置 

 

 

２０７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０７ 

 

 

 

 

 

 

２０８ 

 

 

 

 

 

第４章 緊急輸送活動 

計画作成の主旨 

災害応急対策要員、緊急物資及び応急復旧資機材の緊急輸送を円

滑に行うため、必要な体制、車両、人員、資機材等の確保、緊急輸

送の調整などについて定める。 

（追加） 

 

 

 

 

計画の内容 

５４－１ 県 

１ 緊急輸送対策の基本方針 

(１) 交通関係諸施設などの被害状況及び復旧状況を把握し、災害

対策の各段階に応じた的確な対応をとるものとする。 

 

(３) 県内で輸送手段等の調整ができないときは、国又は災害時に

おける応援協定を締結している各都県に協力を要請する。 

 

２ 緊急輸送の対象等 

(１) 緊急輸送の対象とする人員、物資等 

ア～イ 略 

ウ 食料、飲料水、緊急物資等 

エ～カ 略 

 

第４章 緊急輸送活動 

計画作成の主旨 

災害応急対策要員、緊急物資及び応急復旧資機材の緊急輸送を円

滑に行うため、必要な体制、車両、人員、資機材等の確保、緊急輸

送の調整などについて定める。 

なお、東海地震発生時における広域応援の受入に係る緊急輸送活

動については、別に定める「東海地震応急対策活動要領に基づく静

岡県広域受援計画」による。 

 

 

計画の内容 

５４－１ 県 

１ 緊急輸送対策の基本方針 

(１) 交通関係諸施設などの被害状況及び復旧状況を把握し、災害

応急対策の各段階に応じた的確な対応をとるものとする。 

 

(３) 県内で輸送手段等の調整ができないときは、国又は全国知事

会に協力を要請する。 

 

２ 緊急輸送の対象等 

（削除） 

(１)～(２) 略 

(３) 食料、飲料水及び生活必需品等の緊急物資 

(４)～(６) 略 
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２０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 緊急輸送の経過の想定 

ア 第一段階（被災直後） 

自衛隊のヘリコプターによる輸送支援を中心に次の輸送を行

う。 

(ア) 災害応急対策要員及び災害応急対策に必要な医療従事者

又は医療品等 

(イ) 緊急処置のために搬送を必要とする重症患者等 

(ウ) 無線中継基地、無線局の点検・保守のために必要な人員

及び資機材 

(エ) 災害の拡大を防止するための人員及び資機材 

(オ) ヘリコプターの燃料 

イ 第二段階（概ね被災から 1週間後まで） 

ヘリコプター、航空機、船舶及び輸送可能な道路を利用して次

の輸送を行う。なお、地域による被害状況の違い等を勘案して効

果的な輸送を行うよう努める。 

(ア) 第一段階の輸送の続行 

(イ) 食料等生命の維持に必要な緊急物資 

(ウ) 輸送路確保のための必要な人員及び資機材 

(エ) 移動手段のない旅行者等 

ウ 第三段階（概ね被災から 1週間後以降） 

陸上及び海上の輸送を中心に次の輸送を実施する。なお陸上交

通が不可能な地域に対しては空中輸送を継続する。 

(ア) 災害復旧に必要な人員、資機材 

(イ) 生活必需品 

 

３ 緊急輸送体制の確立 

(１) 陸上輸送体制 

ア 輸送路の確保 

(ア) 道路管理者は警察、自衛隊等の協力を得て交通が可能な

道路、道路施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に必

要な情報を把握する。 

(イ) 災害対策本部は、交通可能道路等の情報に基づき緊急ル

ートを選定する。 

(ウ) 道路管理者は、選定された緊急ルートの確保に努める。

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 緊急輸送体制の確立 

(１) 陸上輸送体制 

ア 輸送路の確保 

(ア) 道路管理者は警察、自衛隊等の協力を得て通行が可能な

道路、道路施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に必

要な情報を把握する。 

(イ) 災害対策本部は、緊急輸送ルートの被害状況を把握し、

通行可否を確認する。 

(ウ) 道路管理者は、選定された緊急輸送ルートの確保に努め
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２０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更にあらかじめ指定された１次､２次､３次の緊急輸送路の

順に緊急輸送路の応急復旧を行い、輸送機能の充実を図る。

 

 

イ 輸送手段の確保 

緊急輸送は知事の要請により、自衛隊、東海旅客鉄道株式会

社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本通

運株式会社等の協力を得て次の車両により行う。知事は県内に

おいて輸送手段の調達ができない場合、又は、県外から輸送を

行う場合で必要があるときは、国又は災害時における応援協定

を締結している各都県に協力を要請する。 

 

(イ) 陸上自衛隊の車両 

 

ウ 集積所及び要員の確保 

(ア) 物資集積所及び要員の確保は「静岡県緊急物資集積所設

置運営要領」による。 

(イ) 支部、市町村ごとの物資集積所は別に定める。 

 

(２) 海上輸送体制 

ア 輸送路の確保 

(イ) 災害対策本部は、港湾施設等の被害状況の情報に基づき

海上輸送ルートを定める。 

イ 輸送手段の確保 

緊急輸送は、海上自衛隊、海上保安庁、中部運輸局及び防災

関係機関等の協力を得て次の船舶により行う。 

なお、知事は必要に応じ国及び他の都道府県に対し協力を要

請する。 

ウ 集積場所及び要員の確保 

(ア) 港湾及び漁港の管理者は、港湾・漁港施設、公共用地等

を利用して物資の集積場所を確保する。 

(イ) 物資の集積配分業務を円滑に行うため、物資の集積場所

には必要に応じ県職員を派遣する。 

 

る。更にあらかじめ指定された１次､２次､３次の緊急輸送路

の順に緊急輸送路の応急復旧を行い、輸送機能の充実を図

る。 

 

イ 輸送手段の確保 

緊急輸送は、自衛隊、東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄

道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本通運株式会社等の協

力を得て次の車両により行う。知事は県内において輸送手段の

調達ができない場合、又は、県外から輸送を行う場合で必要が

あるときは、国又は全国知事会に協力を要請する。 

 

 

(イ) 自衛隊の車両 

 

ウ 広域物資拠点及び要員の確保 

(ア) 方面本部ごとの広域物資拠点は、別に定める。 

(イ) 緊急物資の荷捌業務等を円滑に行うため、広域物資拠点

に県職員を派遣する。 

 

(２) 海上輸送体制 

ア 輸送路の確保 

(イ) 災害対策本部は、港湾施設等の被害状況や荷役業者の確

保等を勘案し、使用可能な港湾を選定する。 

イ 輸送手段の確保 

緊急輸送は、海上自衛隊、海上保安庁、中部運輸局及び防災

関係機関等の協力を得て次の船舶により行う。 

なお、知事は必要に応じて、国又は全国知事会に対して、協

力を要請する。 

ウ 緊急物資集積場所及び要員の確保 

(ア) 港湾及び漁港の管理者は、港湾・漁港施設、公共用地等

を利用して緊急物資集積場所を確保する。 

(イ) 緊急物資の荷捌業務等を円滑に行うため、緊急物資集積

場所に県職員を派遣する。 
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２０９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１０ 

(３) 航空輸送体制 

ア 輸送施設の確保 

(ウ) 支部は、管内市町村を通じあらかじめ定めたヘリポート

の使用可能状況を把握し、災害対策本部に報告する。 

(エ) 必要に応じ静岡市又は日本赤十字社静岡県支部に要請し

三保飛行場の利用可能状況を把握する。 

イ 輸送の手段 

緊急輸送は、自衛隊、日本赤十字社静岡県支部等の協力を得

て次の航空機により行う。 

(ア) 自衛隊の航空機 

（追加） 

(ウ) 略 

ウ 集積場所及び要員の確保 

自衛隊との事前の協議に基づき、浜松基地、静浜基地、板妻

駐屯地内に集積場所を設けるとともに必要に応じ連絡調整に

当るため、県職員を派遣する。 

(４) 燃料確保対策 

イ 航空機の燃料 

県の所有する防災ヘリコプター及び他県からの応援ヘリコ

プターの災害応急対策活動等のため必要な燃料については、あ

らかじめ業者等と締結した協定に基づき確保に努める。 

 

(５) 輸送の調整等 

ア 略 

第１順位 県民の生命の安全を確保するため必要な輸送 

 

５４－２ 市町村及び防災関係機関の緊急輸送 

３ 国土交通省中部運輸局の緊急輸送 

国土交通省中部運輸局(陸上輸送に関すること。)は、緊急輸送の

要請を受けた場合には、静岡陸運支局を通じて関係協会及び当陸運

支局の管轄地域事業者と迅速な連絡をとり、緊急輸送に使用しうる

自動車の出動可能台数等の確認を行う。次いで速やかに関係自動車

運送事業者に出動できるよう体制を整えさせることとする。 

 

(３) 航空輸送体制 

ア 輸送施設の確保 

(ウ) 方面本部は、管内市町村を通じあらかじめ定めたヘリポ

ートの使用可能状況を把握し、災害対策本部に報告する。 

(エ) 必要に応じて、静岡空港（予定地）及び三保飛行場の利

用可能状況を把握する。 

イ 輸送の手段 

緊急輸送は、他都道府県等及び自衛隊、日本赤十字社静岡県

支部等の協力を得て次の航空機により行う。 

(ア) 自衛隊等の航空機 

(ウ) 他の都道府県等のヘリコプター 

(エ) 略 

ウ 緊急物資集積場所及び要員の確保 

自衛隊との事前の協議に基づき、浜松基地、静浜基地、板妻

駐屯地内に緊急物資集積場所を設けるとともに必要に応じ連

絡調整に当るため、県職員を派遣する。 

(４) 燃料確保対策 

イ 航空機の燃料 

県の所有する防災ヘリコプター及び他の都道府県からの応

援ヘリコプターの災害応急対策活動等のため必要な燃料につ

いては、あらかじめ業者等と締結した協定に基づき確保に努め

る。 

(５) 輸送の調整等 

ア 略 

第１順位 県民の生命の安全を確保するために必要な輸送 

 

５４－２ 市町村及び防災関係機関の緊急輸送 

３ 国土交通省中部運輸局の緊急輸送 

中部運輸局は、静岡運輸支局を通じて関係協会及び当該地域事業

者と迅速な連絡をとり、緊急輸送に使用しうる自動車並びに船舶の

出動可能数の確認を行うとともに、緊急輸送が円滑に実施されるよ

う必要な措置を講ずる。 

 

 

50 



静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 

ページ 現 行 修 正 案 

 

２１０ 

 

 

 

 

 

 

 

２１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 広域応援活動 

計画作成の主旨 

広域激甚な災害に対応する県、警察、市町村、自衛隊等の応援活

動の概要を示す。 

（追加） 

 

 

計画の内容 

５５－１ 行政機関及び民間団体の応援活動 

１ 県 

(１) 指定行政機関等に対する災害応急対策の実施の要請 

知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われる

ようにするため、必要があると認めるときは、「災害対策基本法」

第 29 条の規定に基づき、次の事項を明らかにして、指定行政機

関の長もしくは指定地方行政機関の長に対し応急措置の実施を

要請する。 

ア 援助を必要とする理由 

イ 援助を必要とする人員、航空機、装備、資機材等 

ウ 援助を必要とする場所 

エ 県内経路 

オ 期間、その他必要事項 

また、「災害対策基本法」第 30 条の規定に基づき、内閣総理大

臣に対し、次の事項を明らかにした上で職員の派遣についてあっ

せんを求める。 

以下略 

 

(２) 他の都道府県に対する応援要請 

知事は、他の都道府県知事とあらかじめ災害時の応援に関する

協定を締結し、災害応急対策を実施するため必要があると認めた

ときは、この協定に基づき応援を要請する。 

なお協定に基づく応援で不足する場合には、協定外の県に対し

て応援を要請する。 

 

 

第５章 広域応援活動 

計画作成の主旨 

広域激甚な災害に対応する県、警察、市町村、自衛隊等の応援活

動の概要を示す。 

なお、東海地震発生時における広域応援の受入は、別に定める「東

海地震応急対策活動要領に基づく静岡県広域受援計画」による。 

 

計画の内容 

５５－１ 行政機関及び民間団体の応援活動 

１ 県 

(１) 指定行政機関等に対する災害応急対策の実施の要請 

知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われる

ようにするため、必要があると認めるときは、災害対策基本法第

29 条の規定に基づき、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の

長等に対し、次の事項を明らかにして職員の派遣を要請する。 

 

ア 派遣を要請する理由 

イ 派遣を要請する職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他職員の派遣について必要な事項 

また、知事は、必要があると認めるときは、災害対策基本法第

30 条の規定に基づき、内閣総理大臣に対し、次の事項を明らかに

して職員の派遣についてあっせんを求める。 

以下略 

 

(２) 全国知事会に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めたとき

は、相互応援協定に基づき、全国知事会に応援を要請する。 
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２１１ 

 

 

 

 

 

 

 

２１１ 

 

 

 

 

 

 

２１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１２ 

 

 

 

 

 

(４) 民間団体等に対する応援協力の要請 

ア 応援協力要請の対象となる民間団体等 

(ア) 青年団体、女性団体、商工団体、農林水産団体、日本赤十

字社奉仕団 

(イ) 大学、高校、各種講習所、養成所等の学生・生徒 

 

(ウ) その他、奉仕活動を申し入れたボランティア団体等 

 

２ 県警察 

(１) 他の都道府県警察に対する援助要請（削除） 

県公安委員会は、県内警備力を持って災害に対処することがで

きない場合、次の事項を明らかにして警察庁又は他の都道府県警

察に対し「警察法（昭和 22 年法律第 162 号）」第 60 条に基づく

援助要請を行う。 

 

３ 消防 

知事は、災害の状況により消防の広域応援の必要があると認める

ときは、「消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)」第 24 条の３に基

づき、次の事項を明らかにして、消防庁長官に対し応援出動等の措

置を要請する。 

ア 応援を必要とする理由 

イ 応援を必要とする人員、航空機、装備、資機材等 

ウ 応援を必要とする場所 

エ 県内経路 

オ その他必要事項 

 

 

５５－２ 自衛隊の支援 

１ 自衛隊の災害派遣の要請 

知事は、自衛隊の災害派遣を必要とするときは、支援を要請する

事項等を明らかにして派遣を要請するものとする。また、事態の推

移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を連絡する

ものとする。 

 

(４) 民間団体等に対する応援協力の要請 

ア 応援協力要請の対象となる民間団体等 

(ア) 青年団、女性団体、商工団体、農林水産団体、日本赤十字

社奉仕団 

(イ) 大学、高校、県立専修学校及び県立各種講習施設等の学生・

生徒 

（削除） 

 

２ 県警察 

県公安委員会は、県内警備力を持って災害に対処することができ

ない場合、次の事項を明らかにして警察庁又は他の都道府県警察に

対し「警察法（昭和 22 年法律第 162 号）」第 60 条第１項に基づく

援助を要求する。 

 

 

３ 消防 

知事は、災害の状況により消防の県外からの広域応援の必要があ

ると認めるときは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 24 条の

３の規定に基づき、消防庁長官に対し、次の事項を明らかにして緊

急消防援助隊の応援を要請する。 

ア 災害の種別・状況 

イ 人的・物的被害の状況 

ウ 必要な応援部隊の種類と部隊数 

エ 応援部隊の集積場所及び到達ルート 

（削除） 

 

 

５５－２ 自衛隊の支援 

１ 自衛隊の災害派遣の要請 

知事は、自衛隊の災害派遣を必要とするときは、自衛隊法第 83

条第１項に基づき支援を要請する事項等を明らかにして派遣を要

請するものとする。また、事態の推移に応じ、要請しないと決定し

た場合は、直ちにその旨を連絡するものとする。 
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２１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１２ 

 

２１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 派遣要請手続 

知事は、次の事項を明らかにした文書をもって、東海地震の場

合には、陸上自衛隊第 34 普通科連隊を通じて陸上自衛隊東部方

面総監（大規模震災災害派遣実施部隊の長）あて、その他の地震

災害の場合は、陸上自衛隊第 34 普通科連隊長、海上自衛隊横須

賀地方総監又は航空自衛隊浜松基地航空教育集団司令官あて要

請する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書をもって措置する。 

 

(３) 市町村長等の災害派遣要請の要求の依頼手続 

市町村長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要がある

ときは知事に対し自衛隊の派遣要請について(２)のア～エの事

項を明示した文書をもって、必要な措置を講ずるよう要求する。

ただし、緊急の場合は、防災行政無線等又は口頭をもって行い、

事後速やかに文書をもって措置する。 

以下略 

 

２ 自衛隊との連絡 

(１) 情報交換 

陸上自衛隊第 34 普通科連隊第 2科 

音声 ５(又は８)－839－9106 

FAX ５(又は８)－839－9100 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

電話番号 0468-22-3500 

音声 ８－844－9106 

FAX ８－844－9100 

航空自衛隊航空教育集団司令部(浜松基地) 

音声 ５(又は８)－843－9106 

FAX ５(又は８)－843－9100 

(２) 連絡班の派遣等 

ア 東海地震の場合には、陸上自衛隊第 34 普通科連隊を通じて

陸上自衛隊東部方面総監部を窓口として、陸、海、空部隊に対

し、連絡班の派遣を要請する。 

(２) 派遣要請手続 

知事は、次の事項を明らかにした要請書により、陸上自衛隊第

34 普通科連隊長、海上自衛隊横須賀地方総監又は航空自衛隊浜松

基地航空教育集団司令官に対して、要請する。 

 

 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書により要請する。 

 

 

(３) 市町村長の災害派遣要請の要求 

市町村長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要がある

ときは知事に対して、上記(２)のア～エの事項を明示した要請書

により、自衛隊の派遣要請を行うよう要求する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書により要求する。 

以下略 

 

２ 自衛隊との連絡 

(１) 情報交換 

陸上自衛隊第 34 普通科連隊第 2科 

音声 ５※(又は８※)－839－9106 

FAX ５※(又は８※)－839－9100 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

電話番号 046-822-3500 

音声 ８※－844－9106 

FAX ８※－844－9100 

航空自衛隊航空教育集団司令部(浜松基地) 

音声 ５※(又は８※)－843－9106 

FAX ５※(又は８※)－843－9100 

 (２) 連絡班の派遣等 

ア 知事は、陸上自衛隊第 34 普通科連隊長、海上自衛隊横須賀

地方総監又は航空自衛隊浜松基地航空教育集団司令官に対し

て、連絡班の派遣を要請する。 
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２１３ 

 

 

 

 

 

２１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１４ 

その他の地震災害の場合は、陸上自衛隊第 34 普通科連隊長、

海上自衛隊横須賀地方総監又は航空自衛隊浜松基地航空教育

集団司令官に連絡班の派遣を要請する。 

イ 自衛隊派遣業務の円滑化を図るため災害対策本部及び支部

に自衛隊連絡室を設置し連絡調整を行う。 

 

４ 災害派遣部隊の撤収 

知事は、当該市町村長及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡班と協

議し、派遣の必要がなくなったと認めた場合は、東海地震の場合に

は、陸上自衛隊東部方面総監（大規模震災災害派遣実施部隊の長）

に、その他の地震災害の場合は、陸上自衛隊第 34 普通科連隊長、

海上自衛隊横須賀地方総監又は航空自衛隊浜松基地航空教育集団

司令官に対し派遣部隊の撤収を要請する。 

 

５５－３ 海上保安庁の支援 

１ 海上保安庁の支援の要請 

(２) 支援要請手続き 

知事は、次の事項を明らかにした文書を持って、清水海上保安

部又は下田海上保安部を窓口として海上保安庁第三管区海上保

安本部長に要請する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書をもって措置する。また、清水海上

保安部又は下田海上保安部との連絡が困難である場合には、第三

管区海上保安本部もしくは他の海上保安庁の事務所又は沖合に

配備された海上保安庁の巡視船艇もしくは航空機を通じて要請

するものとする（海上保安庁の巡視船艇・航空機は、防災相互通

信波の受信機を搭載）。 

ア 災害の概要及び支援活動を要請する理由 

 

エ その他参考となる事項 

 

(３) 市町村長の支援要請の依頼手続き 

市町村長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要がある

ときは知事に対し海上保安庁の支援について(２)のア～エの事

 

 

 

イ 自衛隊派遣業務の円滑化を図るため災害対策本部及び方面

本部に自衛隊連絡室を設置し連絡調整を行う。 

 

４ 災害派遣部隊の撤収要請 

知事は、当該市町村長及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡班と協

議し、派遣の必要がなくなったと認めた場合は、陸上自衛隊第 34

普通科連隊長、海上自衛隊横須賀地方総監又は航空自衛隊浜松基地

航空教育集団司令官に対して、派遣部隊の撤収を要請する。 

 

 

 

５５－３ 海上保安庁の支援 

１ 海上保安庁の支援の要請 

(２) 支援要請手続 

知事は、次の事項を明らかにした要請書により、清水海上保安

部又は下田海上保安部を窓口として海上保安庁第三管区海上保

安本部長に要請する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書により要請する。また、清水海上保

安部又は下田海上保安部との連絡が困難である場合には、第三管

区海上保安本部もしくは他の海上保安庁の事務所又は沖合に配

備された海上保安庁の巡視船艇もしくは航空機を通じて要請す

るものとする（海上保安庁の巡視船艇・航空機は、防災相互通信

波の受信機を搭載）。 

ア 災害の状況及び支援活動を要請する理由 

 

エ その他参考となるべき事項 

 

(３) 市町村長の支援要請の依頼手続 

市町村長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要がある

ときは知事に対して、上記(２)のア～エの事項を明示した要請書
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項を明示した文書をもって、必要な措置を講ずるよう依頼する。

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書をもって措置する。 

また、事態が急迫し、知事に要請を依頼するいとまがない場合、

又は知事を通じて要請することが困難な場合には、直接、最寄り

の海上保安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視

船艇もしくは航空機を通じて要請するものとし、知事に対しても

その旨を速やかに連絡する。 

 

により、海上保安庁の支援要請を行うよう依頼する。 

ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をも

って行い、事後速やかに文書により知事に依頼する。 

また、知事への依頼ができない場合には、直接、最寄りの海上

保安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船艇も

しくは航空機を通じて要請するものとし、知事に対してもその旨

を速やかに連絡する。 

 

 

 

 

 

２１６ 

第６章 災害の拡大防止活動 

計画の内容 

５６－３ 人命の救出活動 

２ 県 

（追加） 

 

 

 

第６章 災害の拡大防止活動 

計画の内容 

５６－３ 人命の救出活動 

２ 県 

オ 行方不明者の捜索･救助を容易にするため、航空機等による

騒音の発生を禁止するサイレントタイムの設定を行い、関係機

関に対し協力を要請する。 

 

 

 

２１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２０ 

 

 

 

 

 

第７章 避難活動 

５７－１ 避難対策 

３ 避難のための勧告及び指示 

(１) 勧告・指示の基準 

エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により

特に急を要する場合で、警察官又は海上保安官がその場にいな

い場合に限り､危険が切迫している住民等に対して、避難の措

置を講ずる。 

（追加） 

 

５７－２ 避難所の設置及び避難生活 

２ 避難所の設置及び避難生活 

(２) 設置場所 

オ 状況に応じ、船舶を宿泊施設として活用する。その場合は、

県を経由して中部運輸局清水運輸支局清水庁舎又は同下田海

事事務所に船舶のあっせんを要請する。 

 

第７章 避難活動 

５７－１ 避難対策 

３ 避難のための勧告及び指示 

(１) 勧告・指示の基準 

エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により

特に急を要する場合で、警察官又は海上保安官がその場にいな

い場合に限り､危険が切迫している住民等に対して、避難の措

置を講ずる。この場合、自衛官は、直ちに避難の措置を講じた

旨を防衛庁長官の指定する者に報告する。 

 

５７－２ 避難所の設置及び避難生活 

２ 避難所の設置及び避難生活 

(２) 設置場所 

オ 状況に応じ、船舶を宿泊施設として活用する。その場合は、

県を経由して中部運輸局静岡運輸支局に船舶のあっせんを要

請する。 
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２２０ (４) 避難所の運営 

ウ 避難所での避難生活の運営に当たっては、災害時要援護者に

配慮するものとする。 

 

(４) 避難所の運営 

ウ 避難所での避難生活の運営に当たっては、災害時要援護者及

びプライバシーに配慮するものとする。 

 

 

 

 

２２３ 

 

 

 

 

 

 

２２４ 

第９章 交通の確保対策 

計画の内容 

５９－１ 陸上交通の確保 

４ 交通規制の実施 

(１) 初動の措置 

イ 県公安委員会は、緊急交通路を確保するため災対法の規定に

よる交通規制を実施し、緊急交通路の各流入部において、緊急

通行車両以外の車両の通行を禁止する。 

 

５９－２ 海上交通の確保 

３ 海上交通確保の措置 

(３) 海上自衛隊及び海上保安庁に対する支援要請 

知事は、市町村又は港湾及び漁港の管理者から、油の流出によ

る火災の鎮圧、水路・航路の確保のための措置の実施等、海上交

通の確保のため必要な措置の実施について、応援要請があったと

きは、自衛隊、海上保安庁等に対し応援を要請する。 

 

第９章 交通の確保対策 

計画の内容 

５９－１ 陸上交通の確保 

４ 交通規制の実施 

(１) 初動の措置 

イ 県公安委員会は、緊急交通路を確保するため災害対策基本法

の規定による交通規制を実施し、緊急交通路の各流入部におい

て、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止する。 

 

５９－２ 海上交通の確保 

３ 海上交通確保の措置 

(３) 海上自衛隊及び海上保安庁等に対する支援要請 

知事は、市町村又は港湾及び漁港の管理者から、油の流出によ

る火災の鎮圧、水路・航路の確保のための措置の実施等、海上交

通の確保のため必要な措置の実施について、応援要請があったと

きは、海上自衛隊、海上保安庁等に対し応援を要請する。 

 

 

２２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 章 地域への救援活動 

計画作成の主旨 

日常生活に支障をきたした、り災者等に対して行う食料その他の

生活必需品、飲料水及び燃料の供給、医療救護活動、保健、衛生等

の確保活動、死体捜索、応急住宅の確保並びにボランティア活動へ

の支援について県、市町村、自主防災組織、県民等が実施する対策

を示す。 

（追加） 

 

 

 

 

 

第 10 章 地域への救援活動 

計画作成の主旨 

日常生活に支障をきたした、り災者等に対して行う食料、飲料水

及び生活必需品等の緊急物資及び燃料の確保、医療救護活動、保健、

衛生等の確保活動、死体捜索、応急住宅の確保並びにボランティア

活動への支援について県、市町村、自主防災組織、県民等が実施す

る対策を示す。 

なお、東海地震発生時における広域応援の受入に係る地域への救

援活動については、「東海地震応急対策活動要領に基づく静岡県広

域受援計画」による。 
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２２４ 

 

 

 

２２４ 

 

 

 

 

 

 

 

２２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２５ 

 

 

 

 

 

 

２２５ 

 

 

 

５１０－１ 食料及び日用品の確保 

１ 緊急物資の確保計画量 

県及び市町村は、別に定める各品目ごとの推定必要量を確保する

よう努めるものとする。 

 

２ 県 

(２) 緊急物資の調達先は、原則として、あらかじめ供給協定を締

結した緊急物資保有者とする。これによっても不足するときは、

県内の他の緊急物資保有者又は県外の緊急物資保有者から調達

する。 

(３) 緊急物資の輸送は事情の許す限り当該物資調達先に依頼する。

当該物資調達先に依頼できないときは、輸送計画の定めるところ

により輸送する。 

(４) 災害応急対策が完了するまでの間､必要に応じて協定した緊急

物資保有者の緊急物資の在庫量の把握を行う。 

(５) 知事は、調達が困難な緊急物資について、国に対し調達又は

あっせんを要請する。 

(６) 必要に応じ保管命令、収容等物資の供給を確保する措置を講

ずる。 

(７) 知事は、他の都道府県知事とあらかじめ締結した災害時の応

援に関する協定に基づき、緊急物資等の提供及びあっせんを要請

する。 

 

３ 市町村 

(２) 緊急物資の調達先は、原則としてあらかじめ供給協定を締結

した緊急物資保有者とする。これによって調達できないときは、

他の緊急物資保有者から調達する。市町村長は、必要に応じ次の

事項を示して県に調達、又はあっせんを要請する。 

 

５１０－２ 給水活動 

１ 県 

(１) 知事は、市町村から飲料水の調達について、あっせんの要請

があったときは、あらかじめ協定を締結した他の都道府県知事に

対し、飲料水の提供及びあっせんを要請するとともに、隣接市町

５１０－１ 食料及び生活必需品等の緊急物資の確保 

１ 緊急物資の確保計画量 

県及び市町村は、別に定める各品目ごとの必要量を確保するよう

努めるものとする。 

 

２ 県 

(２) 緊急物資の調達先は、原則として、あらかじめ供給協定を締

結した物資保有者とする。これによっても不足するときは、他の

物資保有者から調達する。 

 

(３) 緊急物資の輸送は当該物資調達先に依頼する。当該物資調達

先に依頼できないときは、輸送計画の定めるところにより輸送す

る。 

(４) 災害応急対策が完了するまでの間､必要に応じて、協定を締結

した物資保有者の緊急物資の在庫量の把握を行う。 

(５) 知事は、必要量の調達が困難な緊急物資について、国に対し

て、調達又はあっせんを要請する。 

(６) 必要に応じて、保管命令、収用等物資の供給を確保する措置

を講ずる。 

(７) 知事は、国に対する応援要請によっても緊急物資が不足する

場合は、相互応援協定に基づき、全国知事会に対して、緊急物資

の調達を要請する。 

 

３ 市町村 

(２) 緊急物資の調達先は、原則としてあらかじめ供給協定を締結

した物資保有者とする。これによって調達できないときは、他の

物資保有者から調達する。市町村長は、必要に応じ次の事項を示

して県に調達、又はあっせんを要請する。 

 

５１０－２ 給水活動 

１ 県 

(１) 知事は、市町村から飲料水の調達について、あっせんの要請

があったときは、相互応援協定に基づき、全国知事会に対して、

飲料水の提供及びあっせんを要請するとともに、隣接市町村、自

57 



静岡県地域防災計画(地震対策編) 修正新旧対照表 

ページ 現 行 修 正 案 

 

 

 

２２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２７ 

 

 

 

 

 

 

２２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２９ 

 

 

 

村、自衛隊又は国に対し協力を要請する。 

 

５１０－４ 医療救護活動 

１ 医療救護活動の基本方針 

(１) 市町村は、市町村域内の医療救護を行うため、救護所を設置

し、またあらかじめ指定した救護病院において、中等症患者及び

重症患者の処置及び受入れを行う。なお救護病院を確保できない

場合及び管内に救護病院がない場合には仮設救護病院を設置す

る。 

（追加） 

 

 

(３)～(４) 略 

 

３ 県 

(１) 知事は、市町村から医師及び医療従事者（以下「医師等」と

いう。）の派遣の要請があったときは医師等に対する協力要請派

遣のため必要な措置を講ずる。この場合原則として県内の医師等

をあてるものとする。また、知事は、必要に応じて日本赤十字社

静岡県支部、他の都道府県又は国に対して派遣を要請する。 

 

４ 市町村 

(５) 医療救護施設から、輸血用血液の調達・あっせんの要請を受

けたときは、直ちに県災害対策支部に調達・あっせんを要請する。

(７) 市町村長は、救護病院において医療救護活動に従事する医師

等が不足したときは、次の事項を示して県に派遣を要請する。 

イ 必要な応援班数 

エ 応援班の派遣場所 

 

５１０－７ がれき・残骸物処理 

２ 県 

(４) 処理方法の市町村への周知 

がれき・残骸物の処理を円滑に推進するため、「静岡県がれ

き・残骸物処理マニュアル」等による「がれき・残骸物の処理方

衛隊又は国に対し協力を要請する。 

 

５１０－４ 医療救護活動 

１ 医療救護活動の基本方針 

(１) 市町村は、当該市町村域内の医療救護を行うため、救護所を

設置し、またあらかじめ指定した救護病院において、中等症患者

及び重症患者の処置及び受入れを行う。なお救護病院を確保でき

ない場合及び管内に救護病院がない場合には仮設救護病院を設

置する。 

(３) 県は、県内での対応が困難な重症患者を、航空機により、被

災地外の医療機関へ搬送(以下「広域医療搬送活動」という。)す

るとともに、被災地外からの救護班受入による治療を実施する。 

(４)～(５) 略 

 

３ 県 

(１) 知事は、市町村から医師及び医療従事者（以下「医師等」と

いう。）の派遣の要請があったときは医師等に対する協力要請派

遣のため必要な措置を講ずる。この場合原則として県内の医師等

をあてるものとする。また、知事は、必要に応じて国、全国知事

会又は日本赤十字社静岡県支部に対して派遣を要請する。 

 

４ 市町村 

(５) 医療救護施設から、輸血用血液の調達・あっせんの要請を受

けたときは、直ちに県に調達・あっせんを要請する。 

(７) 市町村長は、救護病院において医療救護活動に従事する医師

等が不足したときは、次の事項を示して県に派遣を要請する。 

イ 必要な救護班数 

エ 救護班の派遣場所 

 

５１０－７ がれき・残骸物処理 

２ 県 

(４) 処理方法の市町村への周知 

がれき・残骸物の処理を円滑に推進するため、「静岡県がれ

き・残骸物処理マニュアル」等による「がれき・残骸物の処理方
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２２９ 

２３０ 

 

 

 

 

 

２３０ 

 

 

 

 

 

２３１ 

２３２ 

 

 

 

 

 

 

 

２３３ 

針」を被災市町村へ周知し、対応状況の把握・助言を行う。 

 

 

３ 市町村 

(７) がれき・残骸物の処理の実施 

県が示す処理指針に基づき、また事前に策定した市町村がれ

き・残骸物処理計画に則し、被災状況を勘案した上で、がれき・

残骸物の処理を実施する。 

 

５１０－８ 防疫活動 

１ 県 

(３) 知事は、市町村に対して、法に基づき汚染場所・物件の消毒

及びねずみ族・昆虫の駆除の指示をする。 

 

 

５１０－１０ 応急住宅の確保 

２ 県 

(６) 応急住宅の入居者の認定及び管理 

知事は、応急住宅の入居者の認定及び管理について自ら実施す

ることが適当であると認めた場合は、これを実施する。入居者の

認定に当たっては、一人暮しの高齢者や障害のある人等、災害時

要援護者を優先的に入居させるなどの配慮に努める。 

 

 

５１０－１１ ボランティア活動への支援 

２ 県 

(２) 静岡県災害ボランティア支援センターの設置及び運用 

ア 県は、災害対策本部の支部を設置した場合、あらかじめ定め

た施設にボランティア団体等と連携して、ボランティア活動の

申出者に対する情報の提供、参加要請及びボランティアの受

付、活動場所のあっせん及び配置調整等を行う静岡県災害ボラ

ンティア支援センターを設置する。 

 

針」(以下「処理方針」という。)を被災市町村へ周知し、対応状

況の把握・助言を行う。 

 

３ 市町村 

(７) がれき・残骸物の処理の実施 

県が示す処理方針に基づき、また事前に策定した市町村がれ

き・残骸物処理計画に則し、被災状況を勘案した上で、がれき・

残骸物の処理を実施する。 

 

５１０－８ 防疫活動 

１ 県 

(３) 知事は、法第 28 条第 2項に基づき汚染場所・物件の消毒及び

ねずみ族・昆虫の駆除を実施し、又は市町村に対しその措置を指

示する。 

 

５１０－１０ 応急住宅の確保 

２ 県 

(６) 応急住宅の入居者の認定及び管理 

知事は、応急住宅の入居者の認定及び管理について自ら実施す

ることが適当であると認めた場合は、これを実施する。入居者の

認定に当たっては、一人暮しの高齢者や障害のある人等、災害時

要援護者を優先的に入居させると共に、従前地区のコミュニティ

の維持に配慮するよう努める。 

 

５１０－１１ ボランティア活動への支援 

２ 県 

(２) 静岡県災害ボランティア支援センターの設置及び運用 

ア 県は、災害対策本部の方面本部を設置した場合、あらかじめ

定めた施設にボランティア団体等と連携して、ボランティア活

動の申出者に対する情報の提供、参加要請及びボランティアの

受付、活動場所のあっせん及び配置調整等を行う静岡県災害ボ

ランティア支援センターを設置する。 
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２３６ 

第 12 章 被災者の生活再建等への支援 

計画の内容 

５１２－２ 実施事項 

２ 県又は市町村が民間の協力を得て実施する事項 

(２) り災母子・寡婦世帯に対する母子・寡婦福祉資金の貸付け 

ウ 貸付額 「母子及び寡婦福祉施行令」第６条に規定する額 

 

第 12 章 被災者の生活再建等への支援 

計画の内容 

５１２－２ 実施事項 

２ 県又は市町村が民間の協力を得て実施する事項 

(２) り災母子・寡婦世帯に対する母子・寡婦福祉資金の貸付け 

ウ 貸付額 「母子及び寡婦福祉施行令」第７条に規定する額 

 

 

 

 

２３７ 

 

 

 

２３７ 

 

 

 

 

 

 

２３８ 

第 13 章 県有施設及び設備等対策 

計画の内容 

５１３－１ 県防災行政無線 

３ 支部局等の機能確保 

(１) 支部・土木多重局施設に障害がある場合は、予備機切替によ

り復旧時間を短縮し、保守要員により復旧措置を講ずる。 

 

４ 市町村及び他機関端末局 

(２) 障害が発生したときは孤立防止用無線、防災相互無線、市町

村広域無線及び消防全県共通無線等を使用して応急回線を設定

し、支部と市町村、支部と県庁の間の通信を確保する。 

 

 

５１３－３ 公共施設等 

６ 災害応急対策上重要な庁舎等 

(１) 被害状況の把握 

本部(県庁)、支部(総合庁舎)及びその他防災上重要な庁舎の施

設及び設備を点検し、被害状況を確認する。 

 

第 13 章 県有施設及び設備等対策 

計画の内容 

５１３－１ 県防災行政無線 

３ 総合庁舎局等の機能確保 

(１) 総合庁舎・土木多重局施設に障害がある場合は、予備機切替

により復旧時間を短縮し、保守要員により復旧措置を講ずる。 

 

４ 市町村及び他機関端末局 

(２) 障害が発生したときは孤立防止用無線、防災相互無線、市町

村地域防災無線及び消防無線(県内共通波)等を使用して応急回

線を設定し、方面本部と市町村、方面本部と県庁の間の通信を確

保する。 

 

５１３－３ 公共施設等 

６ 本庁、総合庁舎及びその他災害応急対策上重要な庁舎等 

(１) 被害状況の把握 

本庁、総合庁舎及びその他災害応急対策上重要な庁舎の施設及

び設備を点検し、被害状況を確認する。 
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２４４ 

２４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４５ 

 

 

 

２４６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６編 復旧・復興対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

６１－４ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

国立病院、国立療養所の復旧・復興対策の推進 

 

 

(10) 関東東北鉱山保安監督部関東支部 略 

（追加） 

 

(15) 第三管区海上保安本部 略 

(16) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 

津波警報・注意報の通知、津波情報、地震情報(地震予知情報

を含む。)等の発表又は通報並びに解説 

 

２ 指定公共機関 

（追加） 

 

(１) 日本郵政公社東海支社 略 

(２) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社 略 

(３) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 略 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社静岡県支部 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 独立行政法人水資源機構 略 

(９) 電源開発株式会社 略 

第６編 復旧・復興対策 

 

第１章 防災関係機関の活動 

計画の内容 

６１－４ 防災関係機関 

１ 指定地方行政機関 

(４) 厚生労働省東海北陸厚生局 

ア 災害状況の情報収集、連絡調整 

イ 関係職員の派遣 

ウ 関係機関との連絡調整 

(10) 関東東北産業保安監督部 略 

(11) 中部近畿産業保安監督部 

電気・ガスの保安に関すること 

(16) 東京管区気象台(静岡地方気象台) 略 

津波警報及び津波注意報の通知、津波情報、地震情報(東海地

震予知情報を含む。)等の発表又は通報並びに解説 

(17) 第三管区海上保安本部 略 

 

２ 指定公共機関 

(１) 独立行政法人国立病院機構 

所管する病院における復旧・復興対策の推進 

(２) 独立行政法人水資源機構 

(３) 日本郵政公社東海支社 略 

(４) 日本銀行 略 

(５) 日本赤十字社静岡県支部 略 

(６) 日本放送協会 略 

(７) 日本道路公団 略 

(８) 東海旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨物

鉄道株式会社 略 

(９) 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 略 

(10) 日本通運株式会社 略 
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２４６ (10) 日本通運株式会社 略 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

 

(11) 東京電力株式会社、中部電力株式会社 略 

(12) 電源開発株式会社 略 

 

 

 

 

２５５ 

 

 

 

 

 

２５５ 

 

 

 

 

２５８ 

 

 

 

 

 

２５９ 

第８章 被災者の生活再建支援 

計画の内容 

６８－１ 恒久住宅対策 

２ 県 

(５) 県営住宅等の供給 

ウ 特定優良賃貸住宅等の供給の促進を図る。 

エ 静岡県住宅供給公社及び都市基盤整備公団に良質な賃貸住

宅及び分譲住宅の供給を要請する。 

 

３ 市町村 

(３) 市町村営住宅等の供給 

ウ 特定優良賃貸住宅の供給の促進を図る。 

 

６８－７ 相談窓口の設置 

２ 県 

(１) 震災復興相談センターの開設 

発災後の相談ニーズに対して、必要に応じ、各支部単位に震災

復興相談センターを設置し、各分野ごとの相談に対応する。 

 

 

(２) 震災復興相談センターの業務の遂行 

イ 市町村の相談窓口等と十分な連携を図り、相談体制の一層の

充実を図る。 

 

第８章 被災者の生活再建支援 

計画の内容 

６８－１ 恒久住宅対策 

２ 県 

(５) 県営住宅等の供給 

ウ 特定優良賃貸住宅等のストックの活用を図る。 

エ 静岡県住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構に良質

な賃貸住宅及び分譲住宅のストックの活用を要請する。 

 

３ 市町村 

(３) 市町村営住宅等の供給 

ウ 特定優良賃貸住宅のストックの活用を図る。 

 

６８－７ 相談窓口の設置 

２ 県 

(１) 震災復興相談センターの開設 

発災後の相談ニーズに対して、必要に応じ、各総合庁舎に震災

復興相談センターの窓口を設置し、各分野ごとの相談に対応す

る。 

 

(２) 震災復興相談センターの業務の遂行 

イ 国、市町村、関係機関の相談窓口等と十分な連携を図り、相

談体制の一層の充実を図る。 
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２ 

第１章 総則 

 

第５節防災対策を重点的に充実すべき地域を含む市町村の範囲

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整備、避難

計画等の策定等防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲につい

ては、防災指針において提案されている「防災対策を重点的に充実

すべき地域の範囲（ＥＰＺ）のめやす」を基準とし、行政区画、地

勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、ある程度の

増減を考慮しながら、具体的な地域を定めるものとする。 

この考え方を踏まえ、本県において防災対策を重点的に充実すべ

き地域は御前崎市、相良町、小笠町及び大東町（以下「関係市町」

という。）の全域とする。 

 

 

第１章 総則 

 

第 5 節 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器等の整備、避難

計画等の策定等防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲につい

ては、防災指針において提案されている「防災対策を重点的に充実

すべき地域の範囲（ＥＰＺ）のめやす」を基準とし、行政区画、地

勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、ある程度の

増減を考慮しながら、具体的な地域を定めるものとする。 

この考え方を踏まえ、本県において防災対策を重点的に充実すべ

き地域は、御前崎市、相良町、菊川市及び掛川市（以下「関係市町」

という。）において、浜岡原子力発電所から半径 10 ㎞以内の範囲に

全部又は一部が存する自治区等の区域を合わせたものとする。 

 

２ 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

第 7 節  防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、県、関係市町、指定地方行政機関、指定公共

機関、指定地方公共機関、公共的団体等の防災関係機関が処理すべ

き事務又は業務の大綱は、静岡県地域防災計画（一般対策編）第 1

章第 3節に定める「防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の

大綱」を基本に次のとおりとする。 

１ 指定地方行政機関 
機関名 所掌事務 

関東管区警察局 （略） 

東海財務局(静岡財務事務所) （略） 

東海北陸厚生局 国立病院及び国立療養所における医療救護の実施

 

 

関東農政局 （略） 

中部経済産業局 １ 原子力発電所の安全確保に関する指導監督 

２ 原子力防災に関する広報及び教育訓練

 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 
機関名 所掌事務 

(社)静岡県病院協会 （略） 

（追加）  

 

第 7 節  防災関係機関の事務又は業務の大綱 

原子力防災に関し、県、関係市町、指定地方行政機関、指定公共

機関、指定地方公共機関、公共的団体等の防災関係機関が処理すべ

き事務又は業務の大綱は、静岡県地域防災計画（一般対策編）第 1

章第 3節に定める「防災上重要な機関の処理すべき事務又は業務の

大綱」を基本に次のとおりとする。 

１ 指定地方行政機関 
機関名 所掌事務 

関東管区警察局 （略） 

東海財務局(静岡財務事務所) （略） 

東海北陸厚生局 １ 災害状況の情報収集、連絡調整 

２ 関係職員の派遣 

３ 関係機関との連絡調整

関東農政局 （略） 

中部経済産業局 原子力災害現地対策本部等の支援

中部近畿産業保安監督部 原子力災害現地対策本部等の支援

 

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関等 
機関名 所掌事務 

(社)静岡県病院協会 （略） 

(独)国立病院機構 国の開設する病院における医療救護の実施
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４ 

 

 

 

 

 

５ 

４ 消防機関 

 

７ 関係市町（御前崎市、相良町、小笠町、大東町） 

 

機関名 所掌事務 

相良町・御前崎市広域消防施設組合

小笠地区消防組合消防本部

１ 住民等に関する広報及び避難誘導 

２ 緊急時医療措置に対する協力 

３ 防護区域の防火対策 

４ 立入制限及び交通規制の協力 

４ 消防機関 

 

７ 関係市町（御前崎市、相良町、菊川市、掛川市） 

 

機関名 所掌事務 

相良町・御前崎市広域消防施設組合

菊川市消防本部 

掛川市消防本部

１ 住民等に関する広報及び避難誘導 

２ 緊急時医療措置に対する協力 

３ 防護区域の防火対策 

４ 立入制限及び交通規制の協力 
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７ 

第２章 原子力災害予防対策 

 

第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する協議及び防災要

員の現況等の届出の受理 

１ 協  議 

県は、原子力事業者が作成又は修正しようとする原子力事業者防

災業務計画について、自らの地域防災計画と整合性を保つ等の観点

から、原子力事業者が計画を作成又は修正しようとする日の 60 日

前までに、その計画案を受理し協議を開始するとともに、直ちに原

災法第７条第２項に基づき相良町、小笠町及び大東町（以下「関係

周辺町」という。）に計画案を送付し、相当の期限を定めて、関係

周辺町の意見を聴き必要に応じて原子力事業者との協議に反映さ

せるものとする。 

 

２ 届  出 

(１) 県は、原子力事業者からその原子力防災組織の原子力防災

要員の現況について届け出があった場合、関係周辺町に当該届

出に係る書類の写しを速やかに送付するものとする。 

(２) 県は、原子力事業者から原子力防災管理者又は副原子力防

災管理者の選任又は解任の届け出があった場合、関係周辺町に

当該届出に係る書類の写しを速やかに送付するものとする。 

(３) 県は、原子力事業者から放射線測定設備及び原子力防災資

機材の現況について届け出があった場合、関係周辺町に当該届

出に係る書類の写しを速やかに送付するものとする。 

 

第２章 原子力災害予防対策 

 

第２節 原子力事業者との防災業務計画に関する協議及び防災要

員の現況等の届出の受理 

１ 協  議 

県は、原子力事業者が作成又は修正しようとする原子力事業者防

災業務計画について、自らの地域防災計画と整合性を保つ等の観点

から、原子力事業者が計画を作成又は修正しようとする日の 60 日

前までに、その計画案を受理し協議を開始するとともに、直ちに原

災法第７条第２項に基づき相良町、菊川市及び掛川市（以下「関係

周辺市町」という。）に計画案を送付し、相当の期限を定めて、関

係周辺市町の意見を聴き必要に応じて原子力事業者との協議に反

映させるものとする。 

 

２ 届  出 

(１) 県は、原子力事業者からその原子力防災組織の原子力防災

要員の現況について届け出があった場合、関係周辺市町に当該

届出に係る書類の写しを速やかに送付するものとする。 

(２) 県は、原子力事業者から原子力防災管理者又は副原子力防

災管理者の選任又は解任の届け出があった場合、関係周辺市町

に当該届出に係る書類の写しを速やかに送付するものとする。 

(３) 県は、原子力事業者から放射線測定設備及び原子力防災資

機材の現況について届け出があった場合、関係周辺市町に当該

届出に係る書類の写しを速やかに送付するものとする。 
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１９ 

 

 

 

 

 

 

２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 

第３章 原子力災害応急対策 

 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

１  特定事象発生情報等の連絡 

(１) 原子力事業者からの特定事象発生通報があった場合 

③ 県は、原子力事業者及び経済産業省（原子力防災専門官を含

む。）から通報・連絡を受けた事項について、関係周辺町及び

関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。  

 

第８節 救助・救急、消火及び医療活動 

２ 医療活動等 

(１) 県は、放射線被ばく又は放射能汚染の有無の検査(以下「ス

クリーニング」という。）並びに緊急時の医療措置を講ずるもの

とし、それらを実施する組織及び具体的な実施内容については、

緊急時医療活動実施要領に定める。 

 また、県は、必要と認められる場合は、県内の国立病院、国

立大学附属病院、県立病院をはじめ地域の基幹医療機関に対し、

医師、看護師、薬剤師、放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医

療機器等の提供を要請するものとする。 

 

(２) 県は、必要に応じて放射線医学総合研究所、国立病院及び国

立大学附属病院を中心に、各医療機関より派遣された医療関係者

等からなる緊急被ばく医療派遣チームの指導を受けるなどによ

り、住民等の汚染検査、除染等を実施するとともに、必要に応じ

治療を行うものとする。また、コンクリート屋内退避所及び避難

所における住民等の健康管理を行うものとする。 

 

第３章 原子力災害応急対策 

 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

１  特定事象発生情報等の連絡 

(１) 原子力事業者からの特定事象発生通報があった場合 

③ 県は、原子力事業者及び経済産業省（原子力防災専門官を含

む。）から通報・連絡を受けた事項について、関係周辺市町及

び関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。  

 

第８節 救助・救急、消火及び医療活動 

２ 医療活動等 

(１) 県は、放射線被ばく又は放射能汚染の有無の検査（以下「ス

クリーニング」という。）並びに緊急時の医療措置を講ずるもの

とし、それらを実施する組織及び具体的な実施内容については、

緊急時医療活動実施要領に定める。 

 また、県は、必要と認められる場合は、県内の国の開設する

病院、県立病院をはじめ地域の基幹医療機関に対し、医師、看護

師、薬剤師、放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医療機器等の

提供を要請するものとする。 

 

(２) 県は、必要に応じて放射線医学総合研究所、国の開設する病

院を中心に、各医療機関より派遣された医療関係者等からなる緊

急被ばく医療派遣チームの指導を受けるなどにより、住民等の汚

染検査、除染等を実施するとともに、必要に応じ治療を行うもの

とする。また、コンクリート屋内退避所及び避難所における住民

等の健康管理を行うものとする。 
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